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Ⅰ 検討体制（１） 

第６次ＮＡＣＣＳ更改の検討体制 

海上物流等ＷＧ 輸出入通関ＷＧ 輸出入通関ＷＧ 航空物流等ＷＧ 

航空更改専門部会 海上更改専門部会 
（２7） （４7） 

情報処理運営協議会 
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Ⅱ 検討体制（２）－サブワーキンググループの設置－ 

詳細仕様検討のうち、以下の検討項目についてはサブワーキンググループ（個別検討G）を設置し、検討を実施。 

情報処理運営協議会 

航空更改専門部会 海上更改専門部会 

輸出入通関ＷＧ 輸出入通関ＷＧ 航空物流等ＷＧ 海上物流等ＷＧ 

 
 

損害保険業務 

 
 

 ACL 
SeaWayBill 
（決済機能） 

 
 

CY搬出入業務 
（決済機能） 
危険物明細書 
提出業務 

 

 
 

 出港前業務 

 
 

港湾統計 

 
 

入出港業務 

 
 

SIR/IVA等 
荷主業務と後続 
業務の連携 

税関（1） 
損害保険（2） 
通関業者（4） 
輸出入者（3） 
ＮＡＣＣＳ 

船会社（4） 
海貨業者（2） 
ＮＶＯＣＣ（2） 
(輸出入者)（3） 
ＮＡＣＣＳ 

船会社（4） 
ＣＹ （2） 
海貨業者（2） 
ＮＡＣＣＳ 

税関（1）  
輸出入者（3） 
海貨業者（2） 
通関業者（4） 
ＮＡＣＣＳ 

税関（1） 
国交省（1） 
船会社（4） 
船舶代理店（2） 
ＮＡＣＣＳ 

国交省（3） 
港湾管理者（1） 
船会社（4） 
船舶代理店（2） 
ＣＹ （2） 
ＮＡＣＣＳ 

税関（1） 
船会社（4） 
船舶代理店（2） 
ＮＶＯＣＣ（2） 
ＣＹ （2） 
ＮＡＣＣＳ 

個別検討G（SI/IV） 個別検討G（損保） 個別検討G（ACL） 個別検討G（CY） 個別検討G（入出港） 個別検討G（AMR） 個別検討G（統計） 

*（）内は参加予定人数 
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Ⅲ これまでの経緯 

平成24年 25年 26年 27年 28年 29年 

【システム開発】 

  基本仕様検討 

  詳細仕様検討 

  設計・製造・試験 

【更改専門部会・ＷＧ】  
  更改専門部会 

  ＷＧ 
 （ワ－キンググループ） 

  

    29年10月 
    稼働  

   29年7月～ 
 総合運転試験 

 27年4月～ 
プログラム製造等 

 26年7月～ 
基本設計・詳細設計 

28年3月 詳細仕様凍結 

第1回 
（24年5月） 

第2回 
（25年2月） 

第3回 
（26年8月） 

第6回 
（28年2月） 

基本仕様WG（1～6回） 
24年6月～24年12月 

詳細仕様WG（7回） 
25年12月11日 

第5回 
（27年6月） 

27年3月 詳細仕様一部凍結 

第4回 
（27年2月） 

※26年8月以降、月1回の開催予定 

   28年11月～ 
 接続試験 

年 月 日 会議等開催実績 討議・決定事項等 

平成２４年 ３月１２日 第４回 情報処理運営協議会 ・航空／海上更改専門部会の設置を承認 

平成２４年 ５月２８日 第１回 航空・海上（合同）更改専門部会 ・第６次ＮＡＣＣＳ基本仕様書の検討開始（主な検討事項の審議） 
・基本仕様書の具体的検討はＷＧにおいて実施することの承認 

平成２５年 ２月 ７日 第２回 航空・海上（合同）更改専門部会 ・第６次ＮＡＣＣＳ基本仕様書（案）の審議 

平成２５年 ３月２２日 第５回 情報処理運営協議会 ・第６次ＮＡＣＣＳ基本仕様書の承認 

平成２６年 ８月 １日 第３回 航空・海上（合同）更改専門部会 ・第６次ＮＡＣＣＳ詳細仕様の検討開始（主な検討事項の審議） 
・詳細仕様の検討体制の承認 

平成２７年 ２月 ３日 第４回 航空・海上（合同）更改専門部会 ・第６次ＮＡＣＣＳ詳細仕様書 中間報告（案）の審議 

（参考）全体スケジュール抜粋 
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・海／空統合、関係省庁システム統合後の初めての更改であり、 
 円滑なシステム移行を確保 
・現行ＮＡＣＣＳと同等の稼働率の継続 
・セキュリティ機能の見直し 
・バックアップ機能の改善 
 ⇒ 切替時間の短縮化 
 ⇒ 関係省庁手続のバックアップ機能の追加 
 ⇒ 切替方法の改善（利用者側の作業の省略化） 

・システムの安定性、信頼性を確保するシステム更改の 
 実現 

・情報の適正管理と情報セキュリティの確保 

・平成22年12月10日に発生したシステム障害を踏まえ、 
 バックアップ機能の改善等の検討 

官民共同利用システムとして、 
安定性・信頼性の高いシステム 

・業務実態・利用者ニーズを踏まえた 業務全般の最適化 及び 
   開発コストの低減化 
・利用実態等を踏まえたオンライン業務、管理資料の一部廃止 
・一般競争入札による調達 
・港湾サブシステム等のＮＡＣＣＳ統合化 

・システムの効率性、経済性を確保するシステム構成、 
 業務機能の見直し 

・システム開発コストの低減化の実現  

・関係省庁システムとの統合の見直し 

公共的インフラとして、効率性・ 
経済性の高いシステム 

・利用者ニーズを十分に反映するためサブワーキングを設置 
・損害保険業務とＮＡＣＣＳとの連携 
・船腹予約業務、危険物明細書のシステム化（海上） 
・ＥＤＩＦＡＣＴ、ＸＭＬ等の利用による国際標準への対応 
・荷主の情報入力を最上流とする業務フローの見直し（海上） 
・添付ファイル容量の拡大（３Ｍ→10Ｍ） 
・ＷｅｂＮＡＣＣＳの対象範囲の拡大 

・関係業界、利用者のニーズを業務仕様に反映  

・貿易関連手続きの更なるペーパーレス化の進展 

・ＢtoＢ、ＢtoＧのポータルとして、国際的なシステム 
 連携機能や民間システムとの連携強化の検討 

・利用者インターフェース、ネットワークの充実  

総合的物流情報プラットフォーム 
としての更なる機能の充実  

Ⅳ 第６次ＮＡＣＣＳ開発コンセプト 
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共通 航空 
海上 

第13回 
ＷＧ 

基本 
I-2 第６次ＮＡＣＣＳにおけるセキュリティ対策 

・ 第６次ＮＡＣＣＳにおいては、現行システムで実施しているセキュリティ対策を踏襲しつつ、セキュリティの一層の 
 強化を図る。※政府が定めるセキュリティ基準（統一技術基準）に準拠。 

詳細仕様検討結果 

 
 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

 ｎｅｔＮＡＣＣＳ及びＷｅｂＮＡＣＣＳにおいては、インターネットを使用してＮＡＣＣＳにアクセスするため、上記対策に加え以下のセ
キュリティ対策を実施する。 

1. ＳＳＬ（Secure Socket Layer）による通信の暗号化（盗聴・改ざん防止） 
2. クライアントデジタル証明書による端末の特定（正規端末以外からの利用制限） 

 なお、ＷｅｂＮＡＣＣＳは携帯端末からも利用可能であるが、携帯端末からの利用においても上記と同様の対策を実施する。 
 

項目 現行システム 次期システム 

パスワードの最小文字数 特に制限していない ６文字以上８文字以下とする。 

パスワードに含める文字種 特に制限していない 半角英大文字と半角数字を、それぞれ必ず１文字以上含める。 

パスワードの履歴管理 特に世代管理を行っていない ３世代管理し、パスワード変更時において３世代前までのパスワードは使用不可とす
る。 

パスワード変更機能 ＵＲＹ業務を使用する 現行システムと同様とする。 

パスワードのキャッシュ不可 特に制御していない ＷｅｂＮＡＣＣＳにおいてブラウザのパスワードキャッシュ機能を不可とする。 

前回ログイン情報の通知 特に通知していない ＮＡＣＣＳパッケージソフト及びＷｅｂＮＡＣＣＳ使用時において前回ログイン時の
情報を表示する。 

システム利用に関する規約等の提示 ＮＡＣＣＳ掲示板にて提示 ＮＡＣＣＳ掲示板での提示に加え、ＷｅｂＮＡＣＣＳのログインページから規約等の
表示ページに移動できるようにする。 

緊急時における特定利用者のシステム
の利用制限 

ＮＡＣＣＳセンターにて制限可
能 

現行システムと同様とする。 
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共通 航空 
海上 

第2回 
専門部会 

基本 
Ⅱ 第６次ＮＡＣＣＳの信頼性（基本仕様合意事項） 

・ 第６次ＮＡＣＣＳにおける基本的な信頼性、システム処理等は以下のとおりとする。 

詳細仕様検討結果 

１．システムライフ 
  第６次ＮＡＣＣＳのシステムライフは、平成29年10月から平成37年９月までの８年間とするが（基本仕様Ⅱ-1-1）、 
 システムライフ期間中、平成33年10月にハードウェアの更新（中年度更改）を実施する。なお、中年度更改における留意事 
 項等については、第14回ＷＧ以降において提示する。 
 
２．バックアップ機能 
  第６次ＮＡＣＣＳでは、現行同様、メインセンターが地震等の大規模災害の被害を受けメインシステムでのオンライン業

務の提供が不可能になった場合においても、継続してサービスの提供を可能とするため、全てのオンライン業務を対象とし
てバックアップ機能を構築する。また、メインシステムにおいて長時間のシステム障害が発生した場合における代替機能と
しての利用についても考慮し、メインシステムとバックアップ機能との切り替え手段（切り替え時間の短縮化、利用者側に
おける切り替え作業の省略化等）等の機能向上を図る。詳細については、次ページ参照。（基本仕様Ⅱ-1-3） 

 
３．メンテナンスによるシステム停止 
  現行システムでは、月１回、定期メンテナンスを目的としたシステム停止を行っているが、第６次ＮＡＣＣＳでは、定期   
 メンテナンスによる停止回数、停止時間の削減を図ることとする。なお、具体的な実現方法は、第14回ＷＧ以降において 
 提示する。（基本仕様Ⅱ-2-2） 
 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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共通 航空 
海上 

第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅱ-１ 第６次ＮＡＣＣＳにおけるバックアップ機能（１） 

・ 大規模災害や大規模障害への対応を強化するため、バックアップ機能を改善する。 

詳細仕様検討結果 

１．切り替え時間等の短縮化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．関係省庁手続のバックアップ機能の強化 

 
 
 
 
 
 
    

項  目 改善内容 

メインセンター ～ バック
アップセンター間の切替え
及び切戻し時間の短縮 

メインセンターからバックアップセンターに切り替える時間（切替時間）、及びバック
アップセンターからメインセンターに再度切り替える時間（切戻し時間）の短縮を図る。 
 

作   業   内   容 現 行 シ ス テ ム 次 期 シ ス テ ム 

メインセンター から バックアップ
センターへの切替時間 概ね１時間を要する。 切替作業方法の見直し等を行うことに

より、切替時間の短縮を図る。 

バックアップセンター から メイン
センターへの切戻し時間 

１日あたり概ね４時間の停止が２日間必要
となるため、計８時間の停止が必要となる。 

切戻し作業方法の見直し等を行うこと
により、切戻し時間の短縮を図る。 

項  目 改善内容 

関係省庁に係る手続きに 
関するバックアップ機能 
の強化 

・ 動物検疫関連手続き、植物検疫関連手続き及び輸入食品に関連する手続きについて 
 バックアップ機能の強化を図る。 

・ 港湾サブシステムについては、ＮＡＣＣＳへの完全統合を図ることに伴いバック 
 アップ機能を設け、大規模災害や大規模障害への対応を可能とする。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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共通 航空 
海上 

第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅱ-１ 第６次ＮＡＣＣＳにおけるバックアップ機能（２） 

詳細仕様検討結果 
３．切替方法の改善 
  第６次ＮＡＣＣＳにおいては、利用者は処理形態に応じ以下の設定を行うのみで、利用者が切替作業を行うことなく、 
 メインセンターからバックアップセンターへの切替を可能とするよう見直しを実施する（原則として、切替作業は全て 
 センター側の設備で行う。）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注１．上記切替の実現のため、自社システムでは、ＮＡＣＣＳとの接続に先立ち、必ずＤＮＳサーバ等に各フロントサーバのＩＰアドレスの

問合せを行うように変更し、ＤＮＳサーバ等から返された各フロントサーバのＩＰアドレスに対して、電文の送受信を行うことになる。 
 注２．切替方法の詳細については、第６次ＮＡＣＣＳのネットワークベンダー決定後、改めて説明する予定である（変更の可能性有り）。   

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

処理形態 設 定 方 法 

パッケージソフト 

  インタラクティブ処理方式 
  ｎｅｔＮＡＣＣＳ処理方式 

 
パッケージソフトのオプション設定画面における「接続先サーバ」を常に「本番環境」に設定。 

 

自

社

シ

ス

テ

ム 

ＳＭＴＰ双方向処理方式 
 
ＳＭＴＰ／ＰＯＰ３処理 
方式 
 

自社システムを、常に以下の手順でＮＡＣＣＳに接続。 

① センターは予め各フロントサーバのドメイン名とＤＮＳサーバ等のＩＰアドレスを通知。 
② 自社システムは、ＤＮＳサーバ等に対して各フロントサーバのドメイン名を用いて、 

ドメイン名に対応するＩＰアドレスを問合せ（注１）。 
③ 自社システムは、ＤＮＳサーバ等から返されるＩＰアドレスに対して電文の送受信を実施。 

（参考）メインセンターからバックアップセンターへの切替は、センター側でＤＮＳサーバ内 
  の各フロントサーバのＩＰアドレスを、メインセンターのＩＰアドレスからバックアップ 
  センターのＩＰアドレスに切り替えることにより実施。 

ｅｂＭＳ処理方式 ｅｂＭＳにおけるＣＰＡ情報を常に「本番環境」のものを使用。 
（注）メインセンターからバックアップセンターへの切替時においてもＣＰＡ情報は変更しない。 
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ＥＤＩ 航空 
海上 

第12回 
WG 

基本 
Ⅲ-1 オンライン処理方式の見直し／ＥＤＩＦＡＣＴ電文及びＸＭＬ電文 

・現行の接続方式のうち、ダイレクト・インターフェース（Ｄ／Ｉ）方式は、廃止する。 
・全てのＮＡＣＣＳ業務において、ｅｂＭＳ処理方式が対応可能となるようにする。 
・ＥＤＩＦＡＣＴ電文及びＸＭＬ電文で利用可能な業務については限定する。 

詳細仕様検討結果 
・ 第６次ＮＡＣＣＳにおけるオンライン処理方式は次のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 第６次ＮＡＣＣＳにおけるＥＤＩＦＡＣＴのメッセージバージョン等は、次のとおりとする。 
  （１）メッセージバージョン：Ｄ98Ｂ 
  （２）シンタックスルールのバージョン：Ｖｅｒ.３ 
  （３）文字セット：レベルＡ（ＵＮＯＡ）、「♯」、「＠」が使用可能 
  （４）対象業務：別添ＷＧ資料参照 

・ 第６次ＮＡＣＣＳにおけるｅｂＭＳのメッセージバージョン等は、次のとおりとする。 
  （１）メッセージバージョン：ｅｂＸＭＬ Ｍｅｓｓａｇｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ ｖ２.０及びｅｂＸＭＬ ＣＰＰＡｖ２.0 
  （２）対象業務：別添WG資料 

処理方式 ネットワーク 利用プロトコル 電文形式 パッケージソフト

インタラクティブ処理方式

会話型

ＮＡＣＣＳ
ネットワーク

ＨＴＴＰ ＮＡＣＣＳ-ＥＤＩ電文 ○

ＳＭＴＰ双方向 ＳＭＴＰ
ＮＡＣＣＳ-ＥＤＩ電文 －

ＸＭＬ電文 －

メール処理方式 ＳＭＴＰ／ＰＯＰ３

ＮＡＣＣＳ-ＥＤＩ電文 ○

ＥＤＩＦＡＣＴ電文 －

ＸＭＬ電文 －

ｅｂＭＳ処理方式

インターネット

ＨＴＴＰ(Ｓ)
ＮＡＣＣＳ-ＥＤＩ電文 －

ＸＭＬ電文 －

ｎｅｔＮＡＣＣＳ処理方式 ＨＴＴＰ(Ｓ) ＮＡＣＣＳ-ＥＤＩ電文 ○

ＷｅｂＮＡＣＣＳ処理方式 ＨＴＴＰ(Ｓ) ブラウザ電文 －

注１：ＥＤＩＦＡＣＴ電文及び 
   ＸＭＬ電文で利用可能な 
   業務については限定する。 
 
注２：ＷｅｂＮＡＣＣＳ処理 
   方式で利用可能な業務 
   については限定する。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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共通 航空 
海上 

第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅲ-2,6 最大電文長 及び 添付ファイル最大サイズの見直し 

・ 第６次ＮＡＣＣＳにおける最大電文長 及び 添付ファイル最大サイズについて見直しを実施する。 

詳細仕様検討結果 

１．最大電文長の見直し 
  ＮＡＣＣＳ－ＥＤＩ電文の最大電文長（添付ファイルを除く。）を700,000バイト（700KB）とする。 

  【参考】 
    ① 第６次ＮＡＣＣＳの業務見直し（登録可能制限値の拡大等）により、出力電文が分割されることがあるため、 

       可能な限り最大電文長を拡大することが望ましい。 
    ② 第６次ＮＡＣＣＳの業務見直し（１便あたりの旅客数の拡大等）により、旅客氏名表等の電文長が500,000バイトを 

       超えることが想定される。 
    ③ 最大電文長を実際の電文長を考慮せず、無制限に長くした場合、ＤＢなどのハード設計が非効率となるおそれがある。 
 
２．添付ファイル最大サイズの見直し 
 
 
 
 
 
 
 
  ※１ 動物検疫業務及び植物検疫業務については、業務によって１～３ＭＢを添付ファイルの最大サイズとしている。 
  ※２ 複数の添付ファイル全体の合計サイズが、添付ファイルの最大サイズを超えないこと。 
  ※３ 動物検疫業務及び植物検疫業務については、現行システムと同様に、１～３ＭＢを最大サイズとする。 

（注）添付ファイルの仕組みを個別業務対応から汎用的に利用可能な仕組みに変更することについては、今後、引き続き検討する。 

現行システム 次期システム 

添付ファイルの最大サイズ 3,000,000バイト 
 （３ＭＢ）※１ 

  10,000,000バイト 
（10ＭＢ）※３ 

１度に添付できる添付ファイルの最大数 各業務仕様による※２ 同左 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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通関 航空 
海上 

第8回 
ＷＧ 

基本 
Ⅲ-3 システム制限値の見直し（１）：輸出入申告業務における多欄申告対応について 

・ 「輸入申告（ＩＤＣ）」業務等、「輸出申告（ＥＤＣ）」業務等の品目コード等を100欄まで入力できる、多欄数用の 
 輸入申告業務、輸出申告業務を新設する。 

詳細仕様検討結果 

 
・ 申告の多欄数化 

  申告の多欄数化については、新規業務の提供によらず、既存の「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務及び「輸出申告事項 
  登録（ＥＤＡ）」業務等の入力欄数を99欄とする改変により対応する。 
 
  【参考】 

    ① 基本仕様の検討時点では、現行業務（ＩＤＡ、ＥＤＡ等）の入力欄数を拡大した場合、ＮＡＣＣＳの処理能力低下 
  が懸念されたため、50欄を超える入力欄数専用の業務を新たに作成することとしていたが、検証の結果、現行業務の 
  入力欄数を 100欄程度まで拡大しても、ＮＡＣＣＳの処理能力に影響がないことが判明している。 

 
    ② 入力欄数の最大値を100欄とした場合、ＩＤＡ業務等の出力情報（輸入申告入力控情報等）の「欄番号」欄の桁数 

  を２桁から３桁に変更する必要が生じ、自社システムの開発に影響する可能性があるため99欄とした。 
     ※ 自社システム利用者が51欄以上の申告を行う場合は、自社システムを本仕様に合わせて改修する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 航空 第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅲ-3 システム制限値の見直し（2）：スプリット便数の拡大（輸出入） 

・ 航空輸出入業務における1ＭＡＷＢあたりの登録可能なスプリット便数の制限値について、20便から30便に変更する。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 航空輸出入業務における１ＡＷＢあたりの登録可能なスプリット便数を20便から30便とする。 
これに伴い、入出力画面・帳票の変更及び制限値チェックを行っている業務についても併せて変更を実施する。 

（対象業務は下表のとおり） 
   
 
 

輸  入 輸  出 

業   務 
制限値 

チェック 
の変更 

画面・帳票 
の変更 業   務 

制限値
チェック 
の変更 

画面・帳票 
の変更 

ＡＷＢ予備情報登録（ＡＡＷ） ●   搭載便割当情報登録呼出し（ＦＬＩ） ●   
積荷目録事前報告（ＡＤＭ０１） ●   搭載便割当情報登録（ＦＬＩ０１） ●   
ＡＷＢ情報登録（輸入）（ＡＣＨ） ● ● 搭載便割当情報訂正呼出し（ＦＬＦ） ●   
貨物確認情報登録（ＰＫＧ） ● ● 搭載便割当情報訂正（ＦＬＦ０１） ●   
ＡＷＢ情報訂正（ＣＡＷ） ● ● 搭載完了登録（便単位）呼出し（ＣＬＡ） ●   
貨物確認情報訂正（ＣＰＫ）   ● 搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ０１） ●   
ＵＬＤ引取情報登録呼出し（ＵＤＡ） ●   搭載完了登録（ＡＷＢ単位）呼出し（ＣＬＢ） ●   
ＵＬＤ引取情報登録（ＵＤＡ０１） ●   搭載完了登録（ＡＷＢ単位）（ＣＬＢ０１） ●   
混載貨物確認情報登録（ＨＰＫ） ●   ＦＣＭ作成・送信（ＦＣＭ） ●   
混載貨物確認情報訂正（ＣＨＰ） ●   搭載完了強制終了登録呼出し（ＣＬＦ）   ● 
搬入確認情報登録（システム対象外保税運送）（ＯＩＮ） ● ● 搭載完了強制終了登録（ＣＬＦ０１）   ● 
輸入貨物情報変更登録（ＣＡＩ０１） ● ● 輸出貨物情報照会（ＩＧＳ）   ● 
輸入貨物情報変更登録呼出し（ＣＡＩ）   ● 
輸入貨物情報照会（ＩＡＷ）   ● 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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入出港 航空 第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅲ-3 システム制限値の見直し（３）：1便あたりの旅客数の拡大 

・ 航空入出港業務における１便あたりの旅客数の制限値について、700人から1,000人に変更する。 

詳細仕様検討結果 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 航空入出港業務における１便あたりの登録可能な旅客数を７００人から９９９人に拡大する。 
これに伴い、以下の変更を実施する。  
 
１．オンライン業務の変更     
 ① 旅客情報繰返数を最大９９９件に変更する。  
 ② 出力情報において、旅客情報繰返数を最大９９９件に変更する。（対象となる出力情報はＷＧ資料を参照） 
 
２．変更対象業務 
 ①「旅客氏名表報告呼出し（ＰＬＲ）」業務 
 ②「旅客氏名表報告（ＰＬＲ０１）」業務 
 ③「入出港届等情報照会（ＩＧＤ）」業務 
 
３．ＥＤＩＦＡＣＴ電文のマッピングの変更 
  以下の２件について、旅客情報相当部分の繰返数を最大９９９件に変更する。 
  ① ＰＬＲ１１０ 
  ② ＰＬＲ２１０ 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

 
14



貨物 海上 第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅲ-3 システム制限値の見直し（４）：１Ｂ／Ｌあたりのコンテナ件数の拡大 

・ 海上輸出入業務における１Ｂ／Ｌあたりのコンテナ件数の制限値について、100件から200件に変更する。 

詳細仕様検討結果 
 
  海上輸出入業務における１Ｂ／Ｌで指定可能なコンテナ件数を最大１００件から２００件に拡大する。 
 これに伴い、以下の変更を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 １．入力画面において、１Ｂ／Ｌに紐づくコンテナ情報繰返部を１００欄から２００欄に変更する。（変更対象は 
  ＷＧ資料を参照） 
  
 ２．出力情報において、１Ｂ／Ｌに紐づくコンテナ情報を出力している情報について、コンテナ情報繰返部を 
  １００欄から２００欄に変更する。 （変更対象はＷＧ資料を参照）  
  
 ３．１Ｂ／Ｌに対して１００コンテナの制限値チェックを行っている業務について、制限値を２００コンテナに 
  変更する。 （変更対象はＷＧ資料を参照）  

オンライン業務の変更点 

 「港湾統計用輸入貨物データ（Ｋ０４）」、「港湾統計用輸出貨物データ（Ｋ０５）」及び「港湾統計用仮陸揚貨物 
 データ（Ｋ０６）」において、コンテナ番号、空／実入識別、コンテナサイズ 及び コンテナタイプの繰返し数を 
 １００から２００に変更する。 

バッチ業務の変更点  

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 航空 第９回 
第11回 ＷＧ 基本 

Ⅲ-3 システム制限値の見直し（5）：１ＭＡＷＢあたりのＨＡＷＢ件数の拡大 

・ 航空輸出入業務における1ＭＡＷＢあたりのＨＡＷＢ件数の制限値について、現行の3,000件から見直しを実施する。 

詳細仕様検討結果 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  航空輸出入貨物における１ＭＡＷＢで登録可能なＨＡＷＢ件数を最大3,000件から9,999件に拡大する。 

【輸入】変更対象業務 
業務コード 業 務 名 

ＨＣＨ０１ ＨＡＷＢ情報登録 

ＨＰＫ 混載貨物確認情報登録 

ＣＨＡ ＨＡＷＢ情報訂正 

１ＨＡ０１ ＨＡＷＢ貨物本申告自動起動1 

業務コード 業 務 名 

ＡＤＭ０１ 積荷目録事前報告 

ＡＣＨ ＡＷＢ情報登録 

ＣＡＷ ＡＷＢ情報訂正 

ＯＩＮ 搬入確認登録（システム対象外保税運送） 

ＯＵＴ 搬出確認登録（一般） 

ＫＡＭ０１ 貨物移動情報登録 

  また、下記の業務から自動起動されるＨＡＷＢ本申告自動起動の 
  件数も最大9,999件へ拡大する。 

業務コード 業 務 名 

ＨＤＦ０１ 混載仕立情報登録 

ＢＩＩ０１ 個別搬入確認登録 

ＵＬＡ 積付結果登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位） 

ＵＬＭ０１ 積付結果登録（ＭＡＷＢ単位） 

ＥＸＡ０１ 搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位） 

ＥＸＭ０１ 搬出確認登録（ＭＡＷＢ単位） 

ＥＸＲ０２ 搬出確認登録（輸入保税蔵置場）輸出情報登録 

１ＢＬ 搬入確認（多数件処理） 

１ＸＵ 搬出確認登録（ＵＬＤ単位多数件処理） 

１ＸＣ 搬出確認取消（多数件処理） 

１ＣＵ 搭載完了Ｂ（多数件処理） 
※ ＨＡＷＢ登録件数制限値チェック件数が最大9,999件に変更と 
 なることでＬＤＲ情報の電文長がシステム制限値（700K）を超える 
 場合がある。その際は超過分を分割して出力する仕様とする。 

【輸出】変更対象業務 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

注） 

注） 

注） 

注） 

注）多数件処理で最大件数の入力があると数十分の処理時間が必要。 
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共通 航空 
海上 

第13回 
ＷＧ 

基本 
Ⅲ-4 システム制限値（ＤＢ保存期間）の見直し 

・ 航空海上申告情報及び海上貨物情報について、システム制限値（ＤＢ保存期間）の見直しを実施する。 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

項
番 情報名 Ａｉｒ 

/Ｓｅａ データ保存起算の契機 起算日 現行 
※1 

次期
（案） 
 ※1 

対 応 理 由 

１ 輸出申告 
  ※２ 

Ａｉｒ 
/Ｓｅａ 

事項登録実施時 事項登録実施時 *６日 *10日 事項データが申告前に消えてしまうケースに対応す
る為。 

２ 輸入申告 
  ※３ 

Ａｉｒ 
/Ｓｅａ 

事項登録実施時 事項登録実施時 *６日 *10日 事項データが申告前に消えてしまうケースに対応す
る為。 

３ 貨物 Ｓｅａ 「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務 
実施時 

入港年月日 *６日 *14日 台風等で大幅にスケジュールが遅延し、入港日が遅
れた場合に貨物情報が消えてしまうケースに対応す
る為。 

４ ①バラ貨物で輸入等許可時 
②コンテナ詰貨物で輸入等 
 許可により搬出時 

①輸入等許可日 
②搬出日 

*６日 *14日 １Ｂ／Ｌ複数コンテナの貨物に対して、輸入許可後、
コンテナの引取り毎にＤＯＲ業務を複数回行う場合
に、途中で貨物情報が消えてしまうケースに対応す
る為。 

５ 「輸出貨物情報登録（ＥＣＲ）」 
業務実施時 

搬入予定日 *７日 *14日 搬入予定日から貨物の到着が遅れるケースに対応す
る為。 

6 コンテナ Ｓｅａ ①ＤＭＦ業務実施時 
②実入コンテナで「船積情報登録

（ＣＬＲ）」業務の船積処理実施時 

①入港年月日 
②ＣＬＲ業務実施

日 

*６日 *14日 台風等で大幅にスケジュールが遅延し、入港日が遅
れた場合に貨物情報が消えてしまうケースに対応す
る為。 

7 修正申告 Ａｉｒ 
/Ｓｅａ 

「修正申告事項登録（ＡＭＡ）」 
業務実施時 

事項登録実施時 *６日 *10日 事項データが申告前に消えてしまうケースに対応す
る為。 

8 関税等更
正請求 

Ａｉｒ 
/Ｓｅａ 

「関税等更正請求事項登録（ＫＫＡ 
）」業務実施時 

事項登録実施時 *６日 *10日 詳細仕様の検討において追加。 

9 
 

輸出自動
車 

Ａｉｒ 
/Ｓｅａ 

「輸出自動車情報登録（ＭＯＡ）」
業務実施時 業務実施時 4日 10日 詳細仕様の検討において追加。 

（※１）*印は日曜・祝日を除く日 
（※２）別送品輸出申告を含む。また、添付ファイル管理も併せて延長する。 
（※３）移出輸入申告、輸入申告（沖縄特免制度）及び機用品蔵入承認を含む。また、共通管理番号輸入申告明細及び添付ファイル管理も併せて延長する。 
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ＥＤＩ 航空 
海上 

 第 8回 
 第10回 ＷＧ 
 第13回 

基本 
Ⅲ-5 利用者ＩＤ体系の見直し 

・ 現行ＮＡＣＣＳにおける利用者ＩＤ体系は８桁（「利用者コード５桁」＋「利用者識別番号３桁」）としているが、 
 第６次ＮＡＣＣＳにおいては、10桁（「利用者コード７桁」＋「利用者識別番号３桁」）に桁数を拡大する。 

詳細仕様検討結果 

 ＮＡＣＣＳの利用者ＩＤについては、一部利用者において営業所コードが枯渇するおそれがあること、加えて、出港前報告
制度の申請者ＩＤについても、海外利用者の増加が想定されたことから、当初10桁化への変更を提案した。 
 しかしながら、実際には申請者ＩＤの発給件数が想定ほど進んでおらず、また、利用者ＩＤ等の付与基準を見直す等により
第６次ＮＡＣＣＳにおいても必要な発給可能枠を確保できる見通しが立ったことから、桁数拡大は実施しないこととした。 
 なお、第６次ＮＡＣＣＳにおける利用者ＩＤの付与基準は次のとおりとする。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
       
  

 第６次ＮＡＣＣＳにおける 利用者コード体系は、現行同様「英数字（２桁）＋企業略称（３桁）」の５桁で構成する。 
  
 ① 営業所コードが枯渇する可能性が現時点で最も高い管轄税関（大阪）の先頭１桁に新たに「Ｉ（アイ）」を追加する。 
   また、それ以外の管轄において枯渇が生じる場合は、管轄税関に拘らずにランダムに付与する方法を採用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ② 企業略称３桁は、１の会社（法人単位）に一つを英字により付与するが、英字による付与が枯渇する場合は、 
  企業略称の２桁目、３桁目に「数字」を付与する。 
    
 ③ 申請者ＩＤについては、申請者ＩＤの先頭３桁目から５桁目までが、全て英字となる申請者ＩＤも払い出すこととする。 
 

支店・営業所等の 
所在地の管轄税関 先頭１桁 支店・営業所等の 

所在地の管轄税関 先頭１桁 支店・営業所等の 
所在地の管轄税関 先頭１桁 

函館税関 8、H、Z 名古屋税関 5、N、E、R 門司税関 ６、Ｍ、Ｆ、Ｕ、Ｘ 

東京税関 1、T、A、J 大阪税関 4、S、D、I 長崎税関 ７、Ｇ 

横浜税関 2、Y、B、L 神戸税関 ３、Ｋ、Ｃ、Ｐ 沖縄地区税関 ９、Ｗ 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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端末 
航空 
海上 

第12回 
WG 

基本 
Ⅲ-7  

端末パッケージソフトの改善（１）：アップデート機能の改善 

・ 現行のパッケージソフトについては、①ダウンロード作業に長時間を要する、②利用業種にかかわらずダウンロードする 
 必要がある、といった問題が存在するため、新たな提供方法を導入する。 

詳細仕様検討結果 

 １．アップデートにおける新たな提供方法 

 （１）通常のバージョンアップ（随時）の改善 

    バージョンアップは、共通機能の更新及び実際に使用する業務の端末資材の更新が必要な場合のみを対象とする方式 
   に変更する（必要なファイルのみダウンロードすることで、バージョンアップ時間の短縮化等が図られる。）。 
    また、あらかじめ「自動更新」を選択（デフォルトは自動）することによって、利用者が業務画面を表示しようと 
   する時や帳票を出力しようとする時に、自動でバージョンアップが行われる仕組みとする。 

 （２）利用者による明示的な一括バージョンアップ（任意） 

    上記以外に利用者が任意のタイミングで、一括バージョンアップを行うことも可能とする。 

 （３）年１回程度の最新バージョンのパッケージソフト配布 

    ＮＡＣＣＳ掲示板上に、年１回程度、最新版のバージョンとなっているパッケージソフトを掲載することによって、 
   必要に応じて、利用者が最新版をインストールすることを可能とする。 
 
 ２．パッケージソフトの種類の集約 

   現行のパッケージソフトは種類が多く管理・運用面で煩雑となっていることから、集約化を図る（19→２種類）。 
 

 ３．プログラム変更要望に基づく改善（詳細は５8ページ以降を参照） 
   → 仕様変更後における、過去データの外部ファイルから再利用を可能とする。 
   → ゼロとオーの区別を容易にするため、ＺＳゴシック化を採用する。 
   → 電文保存期間のデフォルト日数を10日に変更する。  等 
 
 ４．ｎｅｔＮＡＣＣＳにおけるデジタル（クライアント）証明書のインストール及び更新作業の簡略化については、 
   ネットワーク提供ベンダーの確定後に、改善について検討を行う。  

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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ＥＤＩ 航空 
海上 

第10回 
ＷＧ 

基本 
Ⅲ-8 ＷｅｂＮＡＣＣＳ対象業務の拡大（１） 

・ ＷｅｂＮＡＣＣＳ処理方式についてその対象業務の拡大を図るとともに、スマートフォン等での利用についても検討する。 

詳細仕様検討結果 

・ 第６次ＮＡＣＣＳにおいては、ＷｅｂＮＡＣＣＳ対象業務として、既存の「利用者情報登録（ＵＲＹ）」業務等の他に、 
   ・入出港関連業務（海上） 
   ・利用頻度の高い照会業務（航空・海上） 
   ・第６次ＮＡＣＣＳにおける新規業務で、ＷｅｂＮＡＣＣＳ処理方式が馴染むもの（航空・海上） 
 を追加する（詳細は次ページ以降を参照）。 
  なお、既存の対象業務である、動物検疫・植物検疫関連業務については引き続き対象業務とするが、バンプール業者向け 
 業務 及び 電子決済関連業務については、今後も利用が見込めない、第６次ＮＡＣＣＳにおいて業務自体が廃止される等の 
 ため、対象業務から廃止される。 
 
 
・ Ｗｅｂインターフェースについては、ＰＣ、タブレット及びスマートフォンにおける利用を検討するが、スマートフォン用 
 に特化した画面の提供については実施しない。 
 
 
・ 上記端末の利用については、現行ＮＡＣＣＳと同等以上のセキュリティ（注）の確保を前提とする。 
  なお、具体的なセキュリティ対策については、ネットワーク提供ベンダーの決定を待って検討を進めることとし、検討の 
 結果、端末の種類によってはセキュリティの確保が困難と判断されるケースも考えられるが、その場合は、一部端末の利用 
 を認めないこととする。 
  （注）少なくとも、ｎｅｔＮＡＣＣＳにおいて採用している、デジタル証明書相当、利用者ＩＤ 及び パスワードによる 
    セキュリティレベル 以上のセキュリティ 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

 
20



ＥＤＩ 航空 
海上 

第10回 他 
ＷＧ 

基本 
Ⅲ-8 ＷｅｂＮＡＣＣＳ対象業務の拡大（２） 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
    
    
    
    

第６次ＮＡＣＣＳにおけるＷｅｂＮＡＣＣＳ追加対象業務（入出港関連業務） 
海
空 業  務  名 業務 

コード 

海 船舶基本情報登録 ＶＢＸ 

船舶基本情報訂正 ＶＢＹ 

船舶基本情報訂正呼出し ＶＢＹ１１ 

船舶運航情報登録 ＶＴＸ０１ 

乗組員情報登録 ＶＴＸ０２ 

旅客情報登録 ＶＴＸ０３ 

船用品情報登録 ＶＴＸ０４ 

船舶運航情報登録呼出し ＶＴＸ１１ 

乗組員情報登録呼出し ＶＴＸ１２ 

旅客情報登録呼出し ＶＴＸ１３ 

船用品情報登録呼出し ＶＴＸ１４ 

入港前統一申請 ＶＰＸ 

入港前統一申請呼出し ＶＰＸ１１ 

入港前統一申請Ｂ ＶＰＴ※ 

入港前統一申請Ｂ呼出し ＶＰＴ１１※ 

入港届等 ＶＩＸ 

入港届等呼出し ＶＩＸ１１ 

入港届等Ｂ ＶＩＴ※ 

海
空 業  務  名 業務 

コード 

海 入港届等Ｂ呼出し ＶＩＴ１１※ 

移動届 ＶＭＲ 

移動届呼出し ＶＭＲ１１ 

出港届等 ＶＯＸ 

出港届等呼出し ＶＯＸ１１ 

出港届等Ｂ ＶＯＴ※ 

出港届等Ｂ呼出し ＶＯＴ１１※ 

入出港届等照会 ＩＶＳ 

船舶基本情報登録（内航船） ＪＢＸ※ 

船舶基本情報訂正（内航船） ＪＢＹ※ 

船舶基本情報訂正呼出し（内航船） ＪＢＹ１１※ 

入港前統一申請等（内航船） ＪＰＴ※ 

入港前統一申請等呼出し（内航船） ＪＰＴ１１※ 

入港届等（内航船） ＪＩＴ※ 

入港届等呼出し（内航船） ＪＩＴ１１※ 

移動届（内航船） ＪＭＲ※ 

移動届呼出し（内航船）  ＪＭＲ１１※ 

出港届等（内航船） ＪＯＴ※ 

海
空 業  務  名 業務 

コード 

海 出港届等呼出し（内航船）  ＪＯＴ１１※ 

入港料減免・還付申請 ＫＩＴ※ 

入港料減免・還付申請呼出し ＫＩＴ１１※ 

船舶運航動静通知 ＫＭＴ※ 

船舶運航動静通知呼出し ＫＭＴ１１※ 

海側施設使用許可申請 ＫＳＴ※ 

海側施設使用許可申請呼出し ＫＳＴ１１※ 

陸側施設使用許可申請 ＫＬＴ※ 

陸側施設使用許可申請呼出し ＫＬＴ１１※ 

ファイル申請 ＫＦＴ 

注：※の付与されている業務については、
パッケージソフトでは提供しない。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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ＥＤＩ 航空 
海上 

第10回 他 
ＷＧ 

基本 
Ⅲ-8 ＷｅｂＮＡＣＣＳ対象業務の拡大（３） 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
    
    
    
    

第６次ＮＡＣＣＳにおけるＷｅｂＮＡＣＣＳ追加対象業務（その他） 
空 
海 業  務  名 業務 

コード 

空 輸入貨物情報照会 ＩＡＷ 

輸出貨物情報照会 ＩＧＳ 

混載貨物仕立状況照会 ＩＭＡ 

輸入申告等照会 ＩＩＤ 
輸出申告等照会 ＩＥＸ 

輸入申告等一覧照会 ＩＤＩ 

輸出申告等一覧照会 ＩＥＳ 

空 
海 業  務  名 業務 

コード 

海 貨物情報照会 ＩＣＧ 

コンテナ情報照会 ＩＣＮ 

積荷目録状況照会 ＩＭＩ 

輸入申告等照会 ＩＩＤ 
輸出申告等照会 ＩＥＸ 

輸入申告等一覧照会 ＩＤＩ 

輸出申告等一覧照会 ＩＥＳ 

とん税等納付申告 ＴＰＣ 

不開港出入許可申請 ＣＰＣ 

船舶コード照会 ＩＶＫ 

船舶管理情報照会 ＩＶＣ 

不開港出入許可申請照会 ＩＰＰ 

入出港日別一覧照会 ＩＶＤ 

船舶・航空機資格変更届 ＫＰＣ０１ 

船舶・航空機資格変更届呼出し ＫＰＣ 

船舶・航空機資格変更届照会 ＩＫＰ 

空海 業  務  名 業務 
コード 

空海 包括保険仮事項登録 ＨＨＡ 

空海 包括保険仮事項登録呼出し ＨＨＢ 
空海 包括保険仮登録 ＨＨＣ 
空海 包括保険照会 ＩＩＮ 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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共通 
貨物 

航空 
海上 

第10回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-3 海上システムにおける航空貨物の取扱いの廃止（１） 

・ 海上システムで航空貨物を取扱う機能を廃止し、海上貨物は海上システムで、航空貨物は航空システムで処理することを 
 原則とする。（海上／航空システム間で情報連携機能が必要なイレギュラーケースについては、当該機能を提供する。） 

詳細仕様検討結果 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    

・ ＮＡＣＣＳは、上流～下流まで一連の業務を連携して処理することが大きなメリットであるが、航空貨物を海上システムで処理 
 することを可能としているため、貨物情報の分断が生じる等、本来のメリットが損なわれる状況となっている。 
・ 現在、航空システムを導入していない空港地区において航空システムを導入することによって、電子化の進展による事務の効率化 
 やペーパーレス化を図ることができる。 

１．海上システムで航空貨物を取扱う機能を廃止し、海上貨物は海上システムで、航空貨物は航空システムで処理することとする。 
２．イレギュラーケースである以下の２ケースについては、情報の継続性を確保するため、新規業務により情報連携を可能とする。 
      ①  当初は海上貨物として輸出する予定であったが、許可後急遽、航空貨物として輸出する場合 
      ②  船舶から仮陸揚げされた海上貨物を、航空貨物として積み戻す場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

海上／航空システム間で情報連携を行うための 新規業務の概要（業務フローは次頁を参照）  

業務コード 等 ＣＨＧ１１：貨物情報切替登録呼出し（入力者：保税蔵置場、通関業、海貨業、ＮＶＯＣＣ） 

主  な  機  能 ①新規登録時の呼出し：海上貨物（輸出管理番号）から切替後の航空貨物に必要な情報（個数、重量等）を呼び出す。 
②訂正・取消の呼出し：ＣＨＧ業務にて登録した航空貨物（ＡＷＢ番号）を入力して、情報を呼出す。 

業務コード 等 ＣＨＧ：貨物情報切替登録（入力者：保税蔵置場、通関業、海貨業、ＮＶＯＣＣ） 

主  な  機  能 

①新規登録：輸出管理番号と切替後の航空貨物の情報を入力し、航空貨物情報を作成する。なお、航空貨物情報作成後は、海上貨物に対する 
      業務更新を不可とし、航空貨物については『貨物情報切替確認情報（ＣＨＨ）』業務が実施されるまで業務更新を不可とする。 
②訂正：ＣＨＧ業務にて登録された航空貨物情報を入力し、航空貨物情報を更新する。なお、ＣＨＨ業務が実施されるまでの間は訂正可能。 
③取消：輸出管理番号とＣＨＧ業務にて登録したＡＷＢ番号を入力し、航空貨物情報を削除する。なお、入力された海上貨物はＣＨＧ業務 
    実施前の状態に戻し、ＣＨＨ業務が実施されるまでの間は取消可能。 

業務コード 等 ＣＨＨ：貨物情報切替確認情報（入力者：保税蔵置場） 

主  な  機  能 ＣＨＧ業務にて登録された情報を確認した旨を登録する。航空貨物情報についてはＬＤＲ情報を出力し、貨物の搬出を行う。 
また、ＣＨＨ業務を契機にＣＨＧ業務での訂正・取消を実施不可として、海上貨物情報を削除する。 
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共通 
貨物 

航空 
海上 

第10回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-3 海上システムにおける航空貨物の取扱いの廃止（２） 

詳細仕様検討結果 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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通関 航空 
海上 

第8回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-４ ＮＡＣＣＳ専用口座の廃止 

・ ＮＡＣＣＳ専用口座について平成28年度末までに廃止する。 

詳細仕様検討結果 
・ ＮＡＣＣＳ専用口座については、平成28年度末までに廃止する。※廃止に伴う留意事項はＷＧ資料参照 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

項目 専用口座振替 リアルタイム口座振替 

サービス開始時期 昭和53年8月 平成20年10月 

対応金融機関 銀行：44行55支店 銀行：67行全支店 信用金庫：196信用金庫 

サービス提供時間（最大※１） 年中 06:00～21:00（※２）  年中 00:00～24:00（※３） 

入出金 入金のみ可（出金不可） 入出金可 

口座用途 ＮＡＣＣＳによる関税等納付のみ 一般口座のため、ＮＡＣＣＳによる関税等納付以外にも使用可能 

口座残高の積増し 翌日反映 即時反映 

領収証書 発行可能 マルチペイメントの仕組み導入に伴い、領収書の発行は省略 
（ＮＡＣＣＳから振替完了通知書の出力が可能） 

※１ ＮＡＣＣＳが提供している時間帯の中で最長の時間帯を掲載。 ※２ 銀行グループ毎に異なる。 
※３ 銀行毎に異なる。また、以下のＭＰＮのサービス時間外を除く。１月１日 ２０：１５～１月2日 ０５：４０  6月、9月の第3日曜日 ００：００～０５：４０ 

（平成27年1月13日現在） １．ＮＡＣＣＳ専用口座とリアルタイム口座の比較等 

航空 海上 

２．ＮＡＣＣＳ専用口座とリアルタイム口座使用実績比 （平成26年11月６日～平成27年1月13日実績） 

44.6% 55.4% 

ＮＡＣＣＳ専用口座 

リアルタイム口座 

17.6% 82.4% 

ＮＡＣＣＳ専用口座 

リアルタイム口座 
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通関 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-5-1-(1) 輸出取止め再輸入手続のシステム化（１） 

・ 輸出取止め再輸入手続きについて、システムにより対応する。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

＜通関業者＞ ＜税関＞

新規業務で、輸出取止め
再輸入申告を実施する。

輸出取止め再輸入申告をＮＡＣＣＳで実施可能とする。

輸出取止め再輸入申告
（ＥＥＣ）（仮）

輸出取止め再輸入申告
審査終了

（ＣＥＣ）（仮）

輸
出
許
可

輸出取止め
再輸入申告

新規業務で審査終了

輸出取止め
再輸入許可

機 能 の 概 要

1
輸出取止め再輸入の事項登録、呼出し、申告、申告変更事項登録、申告変更呼出し、申告変更及び当該申告等に対す

る税関の審査終了並びに照会業務を新設する。
なお、呼出し業務においては、輸出許可情報から事項登録に必要な情報を呼出し可能とする。

2 「申告添付登録（ＭＳＸ）」業務の対象とする。

3

チェック及び処理は、「許可・承認等情報登録（輸出）（ＰＡＥ）」業務の種別「ＣＥＰ：輸出取止め再輸入」と同
様のものとする。
（例）・輸出取止め再輸入許可により、輸出取止め再輸入申告が許可された旨の「許可・承認等情報登録（輸出通関）」を蔵置場

に配信する。
・海上貨物においては、出港予定年月日以降は輸出取止め再輸入申告が実施できない。

4 輸出取止め再輸入申告が実施されることにより、船積み又は搭載がエラーとなるようにする。なお、当該輸出取止め
再輸入申告が撤回された場合は、船積み又は搭載を再度可能にする。

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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通関 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-5-1-(1) 輸出取止め再輸入手続のシステム化（２） 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

輸出取止め
再輸入申告事項呼出し

ＥＥＢ

輸出許可

輸出取止め
再輸入申告事項登録

ＥＥＡ

輸出取止め再輸入申告
ＥＥＣ

輸出取止め
再輸入申告審査終了

ＣＥＣ
輸出取止め
再輸入許可

輸出取止め再輸入
申告入力控情報

輸出取止め再輸入
許可通知情報

輸出取止め再輸入申告
変更事項呼出し

ＥＥＤ

輸出取止め再輸入
申告控情報

輸出取止め再輸入申告
変更事項登録
ＥＥＡ０１

輸出取止め
再輸入申告変更

ＥＥＥ

輸出申告
（ＥＤＡ／ＥＤＣ）

搬出登録
（ＢＯＢ・ＥＸＡ等）

輸出取止め再輸入申
告変更入力控情報

輸出取止め再輸入
申告変更情報

許可・承認等通知
情報（輸出通関）

（訂正）

（変更）

（変更の訂正）

（改めて輸出申告） （内貨引取）

（審査終了）
（撤回）

通関業者

税関

通関業者
・保税蔵置場

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 海上 第８回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-5-1-(2) 事項登録業務・確認業務の追加（１） 

・ 現行において事項登録業務等がない業務について、利用者からの要望に基づき新たに事項登録業務を提供する。 

詳細仕様検討結果 
１．「海上保税運送申告（ＯＬＣ）」業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

※利用者：船会社、船舶代理店、ＣＹ、保税蔵置場、通関業、海貨業、ＮＶＯＣＣ 

 
ＯＬＡ（仮） 

保税運送申告事項登録 
 

 
ＯＬＡＸＸ

（仮） 

保税運送申告 
事項登録呼出し 

 
ＯＬＣＸＸ

（仮） 

保税運送申告 
（事項登録あり） 

 
ＳＯＴ 

保税運送申告 
（承認）変更 

保税運送申告 
入力控情報 

①簡易審査扱い 
②書類審査扱い 

保税運送承認 
通知情報 

保税運送申告 
控情報 

保税運送承認 
貨物情報 

保税運送承認 
情報 

① ② 

 次期においては現行の業務に加え事項登録業務及び呼出し業務を新たに作成し、申告内容を事前に確認できるようにする。 

貨物情報 
ＤＢ 

業務仕様の概要

1 事項登録業務であるOLA（仮）業務を新設し、保税運送申告情報の事前登録・保存を可能とする。

２ OLA（仮）業務の利用は選択可能とし、従来通りの業務（保税運送申告業務（OLC））での保税運送申告も可能とする。

3 呼出し業務であるOLA××（仮）業務を新設し、OLC××（仮）業務実施前に、OLA（仮）業務でシステムに登録済みの保税運送申
告情報、またはシステムに登録されている貨物情報の呼出しを可能とする。

4 OLA（仮）業務による事項登録後、事項登録時専用の申告業務であるOLC××（仮）業務を新設し、事項登録内容を利用した保税運
送申告を可能とする。

5 OLA（仮）業務にて登録した保税運送申告情報は、OLC××（仮）業務実施までの間に訂正できる。

6 OLC××（仮）業務において搬入時申告、搬入時個別運送、搬入時特定保税運送または開庁時申告を選択した場合、当該申告の自動
起動前であれば、OLA××（仮）業務による保税運送申告情報の呼出しと、ＯLＡ業務による訂正を可能とする。

7 OLA（仮）業務、OLC××（仮）業務で登録した内容は、「保税運送申告照会（IＯL）」業務において照会可能とする。

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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詳細仕様検討結果 

２．「本船・ふ中扱い承認申請（ＨＦＣ）」業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

通関 海上 第10回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-5-1-(2) 事項登録業務・確認業務の追加（２） 

② 

 
ＨＦＡ 

本船・ふ中扱い承認 
申請事項登録 

 
ＨＦＤ 

本船・ふ中扱い承認 
申請事項登録呼出し 

①簡易審査扱い 
②書類審査扱い 

① 

 次期においては現行の業務に加え事項登録業務及び呼出し業務を新たに作成し、申請内容を事前に確認できるようにする。 

貨物情報 
ＤＢ 

本船・ふ中扱い承
認申請入力控情報 

 
ＨＦＣ２０ 

本船・ふ中扱い 
承認申請 

本船・ふ中扱い
承認通知情報 

本船・ふ中扱い
承認申請控情報 

 
ＨＦＡ０１ 

本船・ふ中扱い 
承認申請変更事項登録 

 
ＨＦＥ２０ 

本船・ふ中扱い 
承認申請変更 

（変更する場合） 
 

ＨＦＤ 

本船・ふ中扱い承認 
申請事項登録呼出し 

本船・ふ中扱い
承認申請変更 
入力控情報 

本船・ふ中扱い
承認申請変更控 

情報 
※利用者：通関業 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

業 務 仕 様 の 概 要 
1 事項登録業務を新設し、申請情報の事前登録・保存を可能とする。 
２ 新規業務を利用するかどうかは選択可能とし、従来通りの業務の実施も可能とする。 

３ 呼出し業務を新設し、申請業務実施前に、事項登録業務でシステムに登録済みの申請情報、
またはシステムに登録されている貨物情報の呼出しを可能とする。 

４ 事項登録業務用の申請業務を新設し、事項登録内容を利用した申請を可能とする。 

５ 事項登録業務を用いて登録した申請情報は、申請業務実施までの間、訂正可能とする。 
なお、訂正においては、従来通りの呼出し業務及び申請業務も実施可能とする。 

６ 事項登録業務で登録した内容は、従来通りの照会業務において照会可能とする。 

（参考）事項登録業務・確認業務の追加（その他） 
   以下の業務についても、追加を検討したが、 
  結果として特段の対応は実施しないこととした。 
  ・「とん税納付申告（ＴＰC）」業務 
  ・「輸出自動車情報登録（ＭＯＡ）」業務 
  ・「輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ)」業務 
  ・「輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ)」業務  
  ・ 上記のほかにマニフェスト通関に関連する 
    業務（ＭＩＥ、ＭＥＥ、ＭＡＦ） 

 
29



貨物 
共通 海上 第12回 

ＷＧ 
基本 

Ⅳ-5-1-(3) 蔵入及び移入貨物の後続業務の可能化 

・ 蔵入承認申請済 又は 移入承認申請済の貨物について、一定期間経過後であってもシステムで後続業務を実施可能とする。 

詳細仕様検討結果 

１．蔵入後における後続業務の可能化については、実績の多い海上貨物を対象とし、実績の少ない航空貨物は対象外とする。 
２．移入貨物については、在庫管理業務が複雑でありシステム化に馴染まないことから、対象外とする。 
３．後続業務を可能とするため、蔵入後の貨物についても貨物情報ＤＢにおいて管理を行う。 
４．蔵出申告時において、蔵入申請時の申告情報の呼出しを可能とする。 
５．蔵入後において、以下のシステム処理を可能とする（承認後、２年間を可能期間とする予定）。 
     ① 蔵入承認済貨物に関する搬出入     ④ 蔵入承認済貨物の保税運送申告  
     ② 蔵入承認済貨物の改装・仕分け     ⑤ 蔵入承認済貨物情報の照会 
     ③ 蔵入承認済貨物情報の呼出し 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

蔵入承認後においてもシステムによる後続業務を実施可能とする（海上貨物に限る。）。 

承認 

＜保税蔵置場＞ 

蔵入貨物について、システ
ムを利用して改装・仕分け
や保税運送を可能とする。 

蔵出輸入申告 

システムにより一貫して処理が可能
となるため、「輸入申告事項呼出し
（ＩＤＢ）」業務による呼出しが 
可能になる。貨物個数等の訂正を 
行うことなく蔵出輸入申告が可能。 

輸入申告事項呼出し 

既存業務の当初輸入申告情報呼出し（蔵出輸入申告）も利用可能 

蔵入承認申請 

＜通関業者＞ ＜通関業者＞ 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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通関 航空 
海上 

第13回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-5-1-(4) 通関士審査業務の新設 

・ 通関士がその通関士識別符号を使用して輸出入申告等の業務を行う現状の仕組みに加え、利用者の選択により、通関士が 
 輸出入申告等の業務を行う前に当該申告等に係る内容の審査を可能とする業務を新たに設ける。 

詳細仕様検討結果 

・ 通関士が輸出入申告等の業務を行う前に当該申告等に係る内容の審査を可能とする業務を新たに提供する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

項
番 対象となる申告・申請手続き（案） 

１ 

輸
入 

輸入申告（ＩＤＣ） 

2 シングルウィンドウ輸入申告（ＳＷＣ） 

3 石油製品等移出（総保出）輸入申告（ＭＷＣ） 

4 輸入申告（沖縄特免制度）（ＯＴＣ） 

5 一括特例申告（ＴＫＣ01） 

6 機用品蔵入承認申請（ＣＴＣ） 

7 修正申告（ＡＭＣ） 

8 関税等更正請求（ＫＫＣ） 

9 輸入申告変更（ＩＤＥ） 

10 石油製品等移出（総保出）輸入申告変更 
（ＭＷＥ） 

11 輸入申告変更（沖縄特免制度）（ＯＴＥ） 

12 機用品蔵入承認申請変更（ＣＴＥ） 

13 

輸
出 

輸出申告（ＥＤＣ） 

14 輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ） 

15 別送品輸出申告（ＵＥＣ） 

16 別送品輸出許可内容変更申請（ＵＡＣ） 

17 輸出申告変更（ＥＤＥ） 

18 別送品輸出申告変更（ＵＥＥ） 
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通関 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-5-3 損害保険業務とＮＡＣＣＳの連携（１） 

・ 現在、紙ベースで行われている損害保険業務について、ＮＡＣＣＳとのデータ連携による利便性向上について検討し、 
 ①包括保険申請手続のオンライン業務化、②当該包括保険による輸入実績のデータ集計・提供 の実現を目指す。 

詳細仕様検討結果 

・ 包括保険に係る情報を損害保険会社が仮登録、輸入者（通関業者）が本登録する仕組みを構築する。概要は以下のとおり。 
   ※  現行の書面による包括保険申請については、電子化推進の観点から、第６次ＮＡＣＣＳ更改後、そのあり方について検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 包括保険に係る輸入実績報告において、輸入者に対し輸入実績データを集約して電子情報で提供する仕組みを構築する。   
  ＜ＮＡＣＣＳから輸入実績データを提供する者＞ 
   →データの提供は、ＮＡＣＣＳ→輸入者とし、通関業者、損害保険会社に直接提供しない。 
  ＜提供するデータの項目・提供方法等について＞ 
   →データの提供は、１ヶ月分をまとめて月１回とする。提供するデータの項目・提供方法は、今後検討する。  

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

１．第６次ＮＡＣＣＳ更改を機に、現行の「包括保険申請」業務手続のほかに、新たに「包括保険確認登録（ＨＫＡ）(仮)」業務を新設し、 
包括保険指数を税関を通さずＮＡＣＣＳに直接登録して包括保険扱いを受けることを可能とする。当該登録手順は以下のとおり。 

  

 ① 輸入者より包括保険扱いの依頼を受けた損害保険会社は、包括保険に係る情報を「包括保険仮事項登録（ＨＨＡ）(仮)」業務により 
  ＮＡＣＣＳに登録（送信）する。その際、Emailアドレス（５つまで）を入力しておけば、登録内容・受理番号等を③仮登録時に 
  通知することができる。（保険契約者＝輸入者へ通知することを想定） 
  

 ② ①の事項登録に基づき、包括保険指数を自動計算のうえ、包括保険受理番号等を返信する。 
  

 ③ 損害保険会社は、返信の内容を確認し問題が無ければ、「包括保険仮登録（ＨＨＣ）(仮)」業務を実施すると、①で入力したEmail 
  アドレス宛に受理番号含む保険情報が送信される。  
  

 ④ Email で保険情報の通知を受けた輸入者は、保険情報の内容を確認する。輸入者は、確認した保険情報に問題が無ければ、自ら又は 
  通関業者に委託のうえ、受理番号を使い「包括保険確認登録呼出し（ＨＫＢ）(仮)」業務により損害保険会社が登録した仮情報を呼出す。 
 ⑤ 輸入者又は通関業者は、呼び出した仮情報に対して「包括保険確認登録（ＨＫＡ）(仮)」業務を実施すると、①で入力したEmail 
  アドレス宛に登録完了の旨が送信される。 
 
２．上記手順により登録が行われる場合、包括保険証明書等の税関への提出等は不要となる。 
 

３．システム登録を利用した場合、原則有効期限管理は不要とするが、運用上期限管理が必要なときは有効期限を設定可能とし、設定時には 
 「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）業務」等の実施時点で有効期限の２週間前を過ぎていれば、注意喚起メッセージを出力する。 
 
４．「包括保険仮事項登録（ＨＨＡ）(仮)」業務について、新規、料率変更、訂正の区分を設ける。 
 
５．「包括保険照会業務（個別照会、一覧照会）」を新設する。 
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通関 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-5-3 損害保険業務とＮＡＣＣＳの連携（２） 

詳細仕様検討結果 

・ 新規オンライン業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 変更オンライン業務 
  「包括保険照会（ＩＩＮ）」業務について、輸入者、通関業者及び損害保険会社による利用を可能とする。また、個別照会機能に加えて、 
  一覧照会機能を追加する。 
   
・ 新規管理資料 
  前月に行われた輸入申告等の許可・承認実績から、包括保険を使用したデータを収集し輸入者別に提供するため、「包括保険使用実績 
 データ（Ｉ５７）」を新たに提供する。 

業 務 
コード 業 務 名 入 力 者 業務概要 

ＨＨＡ 包括保険仮事項登録 損害保険会社 

・ 包括保険の申請手続きに係る仮情報を登録、料率変更、訂正する。処理区分は 
 「１：新規登録」「２：料率変更」「３：訂正」とする。 
・ ＨＫＡ業務、ＨＫＢ業務及び「包括保険照会（ＩＩＮ）」業務における入力者 
 チェックで使用するための、「パスワード」を英数字（大文字のみ）４桁で登録 
 する。パスワードは「包括保険仮登録情報控」で通知する。 
・ ＨＨＣ業務実施時に出力する「包括保険仮登録情報控」の宛先として、 
「e-mailアドレス」を５送信先分、登録可能とする。 

ＨＨＢ 包括保険仮事項登録 
呼出し 損害保険会社  ＨＨＡ業務によりシステムに登録した包括保険仮情報を呼び出す。呼び出された

情報は、ＨＨＡ業務により、料率変更、訂正を行うことが可能である。 

ＨＨＣ 包括保険仮登録 損害保険会社 
 ＨＨＡ業務で登録した包括保険仮情報について、損害保険会社が確認した旨を 
登録する。登録した包括保険仮情報は、輸入者または通関業者による「包括保険 
確認登録（ＨＫＡ）」業務実施までは輸入申告等で使用できない。なお、包括保険
入力控についてはe-mail送信機能を実装する。 

ＨＫＡ 包括保険確認登録 輸入者 
通関業者 

 ＨＫＢ業務で呼び出した包括保険仮情報について、輸入者（通関業者）が確認し
た旨の登録を行う。実施後、登録した包括保険情報を輸入申告等で使用可能とする。 

ＨＫＢ 包括保険確認登録 
呼出し 

輸入者 
通関業者 

 輸入者（通関業者）による確認が必要な包括保険仮情報を呼び出す。呼び出した
情報は、ＨＫＡ業務により、確認登録に利用できる。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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入出港 海上 第11回 
第12回 ＷＧ 基本 

Ⅳ-5-５-(1) 海上における入出港業務の見直し（１） 

・ 港湾サブシステムのＮＡＣＣＳ統合（乗員上陸許可支援システムとの連携強化）を行うとともに、あわせて海上入出港業務 
 について、 Ｗｅｂインタフェースの導入 や １船舶あたりの運航情報件数の拡大  等の見直しを行い、必要な改善を実施する。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

No. 検討事項 現行仕様／問題点 詳細仕様 

1 港湾サブシステム
のＮＡＣＣＳ統合 

 港長、港湾管理者等に対する入出港手続きを処理するシステム
として、平成20年10月から港湾サブシステムを稼働しているが、
同システムにはバックアップ機能が無いこと、ＮＡＣＣＳ本体と
業務処理が分かれているために関係省庁等からの格納通知等の
統一化が行われていないこと等の問題がある。 

 ＮＡＣＣＳ本体への統合を図り、効率的なハードウェア
の利用、バックアップセンターの設置等を行う。また、本
体への統合を機に業務処理の見直しを行い、更に利便性に
優れたシングルウィンドウサービスを実現する。 
 

2 
入国管理局関連
業務のＮＡＣＣＳ
統合化 

 入港前統一申請業務は入港前に必要な関係省庁等に対する申請
をまとめてできる業務であるが、法務省（乗員上陸許可支援シス
テム）向けの手続きは入港通報のみが対象であり、「乗員上陸許
可申請（ＣＲＷ０３）」業務は別業務で申請する必要がある。 

 乗員上陸許可申請（ＣＲＷ０３）業務を、入港前統一申
請業務の対象とする見直しを実施する。 
 
 

3 システム統合等に
伴う機能改善 

１．照会業務 
  現在は、ＮＡＣＣＳ本体と港湾サブシステムで別々の照会業 
 務を提供している。更に、乗員上陸許可申請の情報を照会する 
 際には、「届出申請一覧呼出し（ＣＲＷ０１）」業務及び「届 
 出申請情報照会（ＣＲＷ０２）」業務を行う必要がある。 
 
２．書類番号等の見直し 
  現在、入出港に関係する業務を実施した際、システムで複数 
 の書類番号を払いだす仕組みとなっており、運用の複雑化を招 
 いている。 
 
３．格納通知等の見直し 
  現行では、システム処理が分かれているため、１業務の入力  
 に対して複数の通知情報（処理結果通知、格納通知、受信確認 
 通知）が申請者宛てに出力される。このため、申請結果の確認 
 作業が煩雑となっている。 

１．照会業務 
  「申請状態確認（ＪＳＳ）」業務、「届出申請一覧呼 
 出し（ＣＲＷ０１）」業務及び「届出申請情報照会（Ｃ 
 ＲＷ０２）」業務を廃止し、「入出港届等照会（ＩＶ 
 Ｓ）」業務に統合する。 
 
２．書類番号等の見直し 
  書類番号について統一化を図る。 
 
 
 
３．格納通知等の見直し 
  格納通知、受信確認通知を処理結果通知へ集約する。 
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詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

手続名 提出先

検疫通報 検疫所

入港通報 検疫所

入港届（明告書を含む） 検疫所

保障契約情報 地方運輸局

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

No. 検討事項 現行仕様／問題点 詳細仕様 

4 Ｗｅｂインターフェー
スの導入 

 海上の入出港業務は、パッケージソフトから利用が可能と
なっているが、利用者からは、Ｗｅｂ化して欲しいとする要
望が寄せられている。 
 
 
 

 下記の入出港業務についてＷｅｂ化を実現する。 
 ・ 現行内航船業務（ＪＰＴ業務等（Ｊ業務）） 
 ・ 現行外航船業務（ＶＴＸ０１業務等（Ｂ業務＊）） 
 ・ 港湾管理者業務（ファイル申請業務等（Ｋ業務）） 
  ＊ Ｂ業務は、事前情報を利用せず申請を行う業務  
  ※ 上記業務はパッケージソフトの提供は廃止する。 

5 呼出し機能の充実 
 入港前統一申請（ＶＰＸ）、入港届等（ＶＩＸ）、出港届等
（ＶＯＸ）業務で登録した情報は、入港前統一申請B （ＶＰＴ）、
入港届等B （ＶＩＴ）、出港届等B （ＶＯＴ）業務で呼び出
すことができない。 

  ＶＰＸ、ＶＩＸ、ＶＯＸ業務等により事前に登録した情報
の呼び出しを可能とする業務を新設する。 
 
 

6 添付業務の見直し 

 添付業務である「ファイル申請（ＫＦＴ）」業務で指定で
きる宛先は、港湾管理者のみである。 
 
 
 
 
 
 
 

 ＫＦＴ業務の申請書類へのファイル添付機能で指定できる
宛先について、検疫所、地方運輸局を追加する。 
 
 
 
 
 
 
 

7 出力レイアウトの見直
し 

 入出港・港湾関連手続業務において、官利用者と民利用者
で出力される内容やレイアウトが異なっており、問い合わせ
等において確認に時間を要する等の問題が生じている。 
 

 Ｗｅｂインターフェースの入出港・港湾関連手続業務の画
面において、民利用者と官利用者で出力内容やレイアウトを
合わせる。なお、ＮＡＣＣＳパッケージソフトについては、
レイアウト変更が難しいことから現行どおりとする。 

8 寄港順序入替方法の見
直し 

 ＶＴＸ０１の運航情報を訂正する場合は、変更となる寄港
順序をすべて書き換える必要があるため、変更が簡単にでき
ない。 
 

 本邦寄港順序の入力欄を追加し、寄港順に１から連番に入
力することにより船舶運航情報に登録できるようにし、寄港
順の変更がある場合は、当該連番を書き換えることで変更を
可能とする。 

入出港 海上 第11回 
第12回 ＷＧ 基本 

Ⅳ-5-５-(1) 海上における入出港業務の見直し（２） 

【基本 Ⅳ‐6‐10 】 

【基本 Ⅳ‐6‐10 】 
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詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

No. 検討事項 現行仕様／問題点 詳細仕様 

9 １船舶あたりの旅客数
の拡大 

 
 １船舶で登録可能な旅客数は最大3,000人となっている。 

 
 登録可能な旅客数を8,000人までとする。 

10 ＶＴＸ０２業務等の入
力項目の追加 

 
 「乗組員情報登録（ＶＴＸ０２）」業務等において性別を
入力する項目がない。 

 
 ＶＴＸ０２業務等に性別を任意項目として追加する。 

11 保障契約書番号の桁数
拡大 

 
 「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務における保障契約書番
号の入力可能桁数は20桁となっている。 

 
 入力可能桁数を30桁とする。 

12 保証契約情報における
通貨コードの必須化 

 
 「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等において、保障契約
情報の「保障限度額単位１,２」の通貨コードは任意入力項
目となっている。 
 

 
次のとおり入力項目の見直しを実施する。 
・保障限度額が入力された場合、保障限度額単位を必須とする。
・保障限度額単位が入力された場合、保障限度額を必須とする。

13 港長と港内管制信号所
への同時申請の可能化 

 「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等において、申請先の
入力欄が１つしかないため、港長宛と港内管制信号所宛の申
請が同時にできない。 

 ＶＰＸ業務等に「港内管制信号所」欄を追加する。当該変更
に伴い、ＩＶＳ業務にも「港内管制信号所」欄を追加する。 

14 危険物の作業種別の
チェック変更 

 「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等において、危険物荷
役許可申請と停泊場所指定願の届出を行う際に「危険物の作
業種別」として「ＬＬＯ：積込み」が使用出来ない。 

 「危険物の作業種別」として「ＬＬＯ：積込み」についても
使用可能とする。 

15 
入国管理局宛ての乗組
員情報登録業務におけ
るマニュアル扱い 

 
「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等による入国管理局への
入港通報の際、乗組員情報処理識別欄で「システム」と「マ
ニュアル」を選択できるが、入国管理局は「マニュアル」を
受け付けていない。 

 ＶＰＸ業務等による入国管理局への入港通報の際、乗組員情
報処理識別欄について、「マニュアル」で送信した場合はエ
ラーとする。 

16 過去申請情報の参照 
 
 申請情報のオンライン保存期間は30日となっている。 

 
 オンライン保存期間を30日から6３日とする。 

入出港 海上 第11回 
第12回 ＷＧ 基本 

Ⅳ-5-５-(1) 海上における入出港業務の見直し（３） 
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詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

No. 検討事項 現行仕様／問題点 詳細仕様 

17 外航バース、内航バー
スチェックの追加 

 「船舶運航情報登録（ＶＴＸ０１）」業務等において、
バースコードを入力する項目に対し、外航バースか内航バー
スのチェックを行っていないため、出港届提出時にエラーと
なる場合がある。 

 ＶＴＸ01業務等において、バースコードを入力する際、 
使用可能なコードか否かのチェックを追加する。 

18 乗員情報、旅客情報の
入力方法の改善 

 「乗組員情報登録（ＶＴＸ０２）」業務等において、 
乗員情報や旅客情報を登録する際、途中行に空欄があると登
録できない。 
 
 

 乗員情報や旅客情報の登録において、途中行に空欄があった
場合もエラーとせず登録を可能とする。また、「旅客情報
登録（ＶＴＸ０３）」業務において、1,500人を超えたページ
またがりの旅客情報の一部を削除した場合は、旅客明細を繰
り上げて登録する。 

19 
次航海における旅客 
情報や船用品情報が 
無い場合への対応 

 「旅客情報登録（ＶＴＸ０３）」業務及び「船用品情報登
録（ＶＴＸ０４）」業務では削除ができない。 
 

ＶＴＸ０３業務、ＶＴＸ０４業務で削除を可能とする。 
 
 

20 危険物荷役許可情報の
英語表記 

 「入港前統一申請（ＶＰＸ）」業務等の港長宛の申請に対
する回答通知について、回答通知コードの一部が日本語表記
となっている。 

回答通知コードについて、英語表記となるよう変更する。 
 
 

21 １船舶あたりの運航 
情報件数の拡大 

 現在、運航情報は、船舶単位に一つのみ登録することがで
きる。一方、短期間で複数の航海を行う船舶は、前航海が終
わる前に次の運航情報を登録する必要があるが、システムで
は対応できない状態となっている。 

 「船舶運航情報登録（ＶＴＸ０１）」業務において、航海
番号単位による複数の運航情報登録を可能とする。 
「入港前統一申請（ＶＰＸ）」、「入港届等（ＶＩＸ）」、
「出港届等（ＶＯＸ）」業務を実行する場合は、使用したい
運航情報に登録した航海番号を入力する。 

22 
と ん 税 等 納 付 申 告
（ＴＰＣ）業務における 
チェック機能の追加 

 事前申請を行わなければ、船舶運航者は申告者として認め
られないにも関わらず、ＴＰＣ業務の船舶運航者の欄は必須
入力になっていないため、事前申請を行わなくても送信が可
能となっている。ＴＰＣ業務画面で事前申請の有無を入力で
きる欄を追加し、事前申請をしていない状況で船舶運航者
コードを入力した際にエラー表示が出るようにしてほしい。 

ＴＰＣ業務における入力チェックを変更する。 
 ①入力項目に「特別納税義務者の有無」の入力欄を追加する。 
  「入力項目／0：無し 、1：有り 」 
 ②特別納税義務者である場合、船舶運航者の入力を必須と

する。 

23 
ＣＰＣ業務における船
舶基本情報と純トン数
との一致 

 「不開港出入許可申請（ＣＰＣ）」業務において、船舶基
本情報に登録されている純トン数と入力した純トン数との
チェック機能が無い。 

入力された純トン数が、船舶基本情報に登録されている純ト
ン数と同一でない場合、エラーとするよう変更する。 

入出港 海上 第11回 
第12回 ＷＧ 基本 

Ⅳ-5-５-(1) 海上における入出港業務の見直し（４） 

【基本 Ⅳ‐6‐10 】 
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通関 航空 第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-5-5-(2) ドキュメント通関（輸出入）のシステム化 

・ ＮＡＣＣＳにおいて利用可能な輸出入通関申告について、以下の対象貨物を新たに追加することを検討する。 
  ① 航空貨物として輸入される、課税価格の合計が１万円以下の書類（ドキュメント） 
  ② 航空貨物として輸出される、申告価格が20万円以下の書類（ドキュメント） 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
    

 第６次ＮＡＣＣＳでは、ドキュメント通関を汎用申請業務の対象として追加する。 

申告書等 

＜申告者＞ ＜税関＞ 

＜参考＞ 現状、１万円以下の書類（ドキュメント）の輸入通関については、任意の輸入申告書にマニフェストを添付
し、複数ＨＡＷＢの貨物について一括で輸入申告を行うことを認めており、複数ＨＡＷＢをまとめたＭＡＷＢ単位毎に
マニュアルによる輸入申告を行っている。また、輸出通関においても、簡易輸出申告として、20万円以下の書類（ド
キュメント）については、マニュアルによる複数ＨＡＷＢの一括申告を認めている。 

【輸入の場合】 
  輸入申告書（原本、許可書用）及びマニフェスト一覧表 
【輸出の場合】 
  輸出申告書（原本、許可書用）及びＨＡＷＢごとに必要事項が記載された書類 

受理・審査 申告書にマニフェスト、インボイス等を添付して提出 

ドキュメント 
輸出入申告許可 

ドキュメント 
輸出入申告 

原本と許可書用を許可印で割印し、許可書用に許可印を押印後交付 許可書交付 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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通関 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-2 輸出入申告における入出力項目の見直し（第１回）（１） 

・ 輸出入申告等における入出力項目の見直し（第１回） 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

項
番 

共通部 
欄部 項 目 名 概  要 

１ 共通部 
税関事務管理人輸出入者番号 
税関事務管理人受理番号 
税関事務管理人名 

制度上（関税法第９５条等）入力が必要となる場合がある項目で
あるため追加（現状は「記事（税関）」欄等を使用している。）。 

（１）新規項目追加 

項
番 

共通部 
欄部 

見直し 
内容 項 目 名 概  要 

１ 共通部 欄数増 輸出承認証等識別 
輸出承認証番号等 入力欄数を現状の５欄から１５欄に増加。 

２ 共通部 条件付 
必須化 

バンニング場所コード 
バンニング場所名 
バンニング場所住所１※都道府県 
バンニング場所住所２※市町村等 
バンニング場所住所３※町域名・番地 
バンニング場所住所４※ビル名ほか 

（海上のみ） 
税関審査に必要な項目であるため、システムから情報
を引用できない場合のみ、必須項目とする。 

（２）既存項目の見直し 

１．輸出申告関連 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

 ※ 見直し対象の項目は、今後の検討を受けて追加となる。 
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通関 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-2 輸出入申告における入出力項目の見直し（第１回）（２） 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

（１）新規項目追加 

（２）既存項目の見直し 

２．輸入申告関連 

項
番 

共通部 
欄部 項目名 概  要 

１ 共通部 
税関事務管理人輸出入者番号 
税関事務管理人受理番号 
税関事務管理人名 

制度上（関税法第９５条等）入力が必要となる場合がある項目であるため 
追加（現状は「記事（税関）」欄等を使用している。）。 

２ 共通部 事前教示（評価） 関税評価の照会に係る事前教示登録番号を入力する項目として２欄追加。 

３ 欄部 事前教示（分類） 品目分類等の照会に係る事前教示登録番号を入力する項目として追加。 

４ 欄部 事前教示（原産地） 原産地の照会に係る事前教示登録番号を入力する項目として追加。 

項
番 

共通部 
欄部 項目名 見直し 

内容 概  要 

１ 共通部 Ｂ／Ｌ番号（海上のみ） 桁数増 入力可能な桁数を現状の2０桁から３５桁に増やす。 

２ 共通部 輸入承認証等識別 
輸入承認証番号等 欄数増 入力可能な欄数を現状の５欄から１０欄に増やす。 

３ 共通部 包括評価申告受理番号 欄数増 入力可能な欄数を現状の１欄から３欄に増やす。 
※課税価格の補正計算は、１欄目にのみ入力された場合に実施。 

４ 共通部 識別符号 種別 
追加 

通販等多様な申告形態に対応するため、入力可能な種別を増やす。 
※追加する種別については、今後検討。 

５ 欄部 原産地証明書識別 桁数増 現状の１桁を４桁に増やし、コード体系の見直しを行う。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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通関 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-2 輸出入申告における入出力項目の見直し（第１回）（３） 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  輸出入申告控及び輸出入許可通知書等の帳票については、前記のＥＤＡ業務、ＩＤＡ等における項目の見直し等に 
加え、以下の項目の見直し等を実施する。 

３．輸出入申告における出力項目の見直し 

項
番 

輸出入 
区分 項目名 見直し 

内容 概  要 

１ 輸出入
共通 審査区分 桁数増 現状の３桁表示から４桁表示に変更する。 

２ 輸入 
のみ 包括評価標準式識別 欄数増 「包括評価申告受理番号」の３欄化に伴い、システムが自動補完する

左記項目についても現状の１欄から３欄に増やす。 

３ 輸入 
のみ 包括評価補正区分コード 欄数増 「包括評価申告受理番号」の３欄化に伴い、システムが自動補完する

左記項目についても現状の１欄から３欄に増やす。 

４ 輸入 
のみ 包括評価補正式 欄数増 

桁数増 
「包括評価申告受理番号」の３欄化に伴い、システムが自動補完する
左記項目についても現状の１欄から３欄に増やす。加えて補完可能な
補正式の桁数を現状の２２桁から３５桁に増やす。 

５ 輸入 
のみ 輸出の委託者名 桁数増 システムが自動補完する左記項目について、出力可能な桁数を現状の

３９桁から７２桁に増やす。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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共通 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-3 ＳＩＲ業務等の利用方法の見直し（１） 

・「船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報登録（ＳＩＲ）」業務の後続業務における利用方法について関係者間で協議を行い見直しを図る。 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
    

航空 
海上 検討項目 詳  細  仕  様 

1 海上 
ＳＩＲ業務と後続業務 
との業務フローの再整理 
 

・ 海上における輸出については、「Ｂ／Ｌ関連」と「申告関連」を別の業務フローとして整理する。 
・ 「Ｂ／Ｌ関連」については、ＳＩＲをＡＣＬの上流情報と位置付け、ＳＩＲの項目はＡＣＬの 
 項目に原則として合わせる。（ＳＩＲをＡＣＬの先行業務として必須化するものではない。） 
・ 「申告関連」については、ＥＣＲ－ＥＤＡ（一部：ＩＶＡ－ＩＶＢ－ＥＤＡ）を基本ルートとし 
 て、この間の業務項目は可能な限り統一性を持たせる。 
・ ＳＩＲの情報のうち、ＥＣＲ、ＩＶＡに利用可能な項目については、情報の流用（呼出し）を 
 可能とする。（ＩＶＡ業務時にＳＩＲから情報を呼出す新規機能を追加） 

2 海上 
ＳＩＲ業務と船腹予約
情報登録業務及びブッキ
ング情報登録との連携 

・ ブッキング情報登録（ＢＫＲ）の項目のうち、ＳＩＲに流用可能な項目について、呼出しを 
 可能とする。 
・ ＢＫＲ業務の先行業務として「船腹予約情報（荷主→船会社等）」登録業務の新設を検討する。 

３ 海上 ＩＩＲ業務と後続業務の
連携 

・ 輸入指示書登録（ＩＩＲ）業務と、輸入申告事項登録（ＩＤＡ）等との連携を可能とする。 
  ⇒ＩＩＲ業務で送信される「荷主リファレンス番号」、「荷主セクションコード」について、 
   ＩＤＡ業務で流用可能とする見直しを実施する。 

4 航空
海上 

ＩＶＡ業務の位置づけと
情報連携の強化 

・ ＩＶＡ業務は商業用インボイスとしての利用を最優先せず、プロフォーマインボイスとしての 
 利用を前提とする。（商業用インボイスとしての利用を否定するものではなく、商業用として 
 利用は引き続き視野に入れる。） 
・ ＰＡＡ（Pan Asian e-Commerce Alliance）*フォーマットへの準拠は継続する。 
  （※ＰＡＡ：東／南東アジア地域において、電子商取引又は貿易関連のシステムの構築・運用を通じて各種サービス 
    を提供する事業者が集まった企業アライアンス） 
・ ＳＩＲの項目のうちＩＶＡで利用可能な項目については、呼出しを可能とする（新規機能）。 
・ ＩＶＡ業務の荷主以外の利用については、継続検討とする。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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詳細仕様検討結果 
 
 
 
    

共通 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-3 ＳＩＲ業務等の利用方法の見直し（２） 

船腹予約・
ブッキング S／I送付 ＡＣＬ情報作成

（ハウス）
ハウスＢ／Ｌ情報

集約
ＡＣＬ情報作成
（マスター）

ＡＣＬ情報受信
（マスター）

輸
出
者

海
貨
業

ＮＶＯ
ＣＣ

船
会
社
・

船
舶
代
理

店

船積指図書（S／I）
情報登録ＳＩＲ

ACL情報登録
ＡＣＬ０1／０2

ACL情報登録
（ハウス単位）呼出し

ＡＣＬ１２
ACL情報登録

ＡＣＬ０１／０2
ハウス

ＡＣＬ情報

貨物情報登録 インボイス作成 搬入／申告 バンニング ＣＹ搬入・船積 出港

輸
出
者

海
貨
業

通
関
業

通
関
業

保
税

蔵
置
場

Ｃ
Ｙ

船
会
社

船
舶
代

理
店

船積情報登録
ＣＬＲ

輸出貨物情報登録
ＥＣＲ

ＣＹ搬入確認登録
ＣＹＡ

船積確認登録
ＣＣＬ

バンニング情報登録
ＶＡＮ／ＶＡＥ

船腹予約情報登録

ブッキング情報登録
ＢＫＲ

変更点①

変更点②

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
仕分情報登録

ＩＶＢ

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
情報登録
ＩＶＡ

輸出申告
ＥＤＣ

変更点③  変更点①
船腹予約情報登録業務を新設する。

 変更点②
ＳＩＲ業務において、「ブッキング情報登録
（ＢＫＲ）」業務及び新設の船腹予約情報登録
業務の情報の呼び出しを可能とする。

 変更点③
ＩＶＡ業務において、ＳＩＲ業務の情報の呼
び出しを可能とする。

【凡例】

任意業務フロー
必須業務フロー

マスター
ＡＣＬ情報

搬入確認登録
（輸出未通関）

ＢＩＣ

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

 変更点① 
船腹予約情報登録業務の新設を検討する。 

 変更点② 
ＳＩＲ業務において、「ブッキング情報登録
（ＢＫＲ）」業務及び新設の船腹予約情報登
録業務の情報の呼び出しを可能とする。 

 変更点③ 
ＩＶＡ業務において、ＳＩＲ業務の情報の呼
び出しを可能とする。 
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共通 航空 
海上 

第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-3 ＳＩＲ業務等の利用方法の見直し（3） 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
    

通関指示送付 インボイス作成 申告 貨物引き取り

輸
入
者

保
税
蔵
置
場

通
関
業

税
関

輸入申告変更事項
呼出し
ＩＤＤ

輸入申告
ＩＤＣ

輸入申告変更事項
登録

ＩＤＡ０１

輸入申告変更
ＩＤＥ

輸入申告審査終了
ＣＥA

貨物引き取り

輸入申告事項呼出し
ＩＤＢ

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
仕分情報登録

ＩＶＢ

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
情報登録
ＩＶＡ

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
情報呼出し
ＩＶＡ０１

ｲﾝﾎﾞｲｽﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄ
仕分情報呼出し

ＩＶＢ０１

輸入指示書登録
ＩＩＲ

輸入申告事項登録
ＩＤＡ

 変更点④
ＩＤＡ業務において、ＩＩＲ業務で入力された項
目の一部について情報の呼び出しを可能とする。

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 海上 第13回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-8 Ｂ／Ｌ番号入力仕様の見直し（１）： 35桁化 

・Ｂ／Ｌ番号の入力について、ＮＡＣＣＳ用船会社コード（４桁）+３１桁の計３５桁までの入力を可能とする。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

項
番 

業務 
コード 業務名称 項

番 
業務 
コード 業務名称 

１ ＣＨＪ 貨物情報仕分け 13  ＳＣＲ 簡易貨物情報登録 

２ ＣＨＵ 貨物取扱登録（仕合せ） 14 ＳＯＴ 保税運送申告（承認）変更 

３ ＳＨＳ 貨物取扱登録（改装・仕分け） 15 ＡＨＲ 出港前報告（ハウスＢ／Ｌ） 

４ ＣＰＣ 不開港出入許可申請 16  ＡＭＲ 出港前報告 

５ ＢＩＸ システム外搬入確認取消 17  ＣＨＲ 出港前報告訂正（ハウスＢ／Ｌ） 

６ ＢＩＢ システム外搬入確認（輸入貨物） 18  ＣＭＲ 出港前報告訂正 

７ ＣＹＢ システム外ＣＹ搬入確認（コンテナ単位） 19 ＣＭＦ０１ 積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前） 

８ ＣＹＤ システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位） 20 ＣＭＦ０２ 積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後） 

９ ＣＹＤ０１ システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）（事前登録） 21 ＭＦＲ 積荷目録情報登録 

10 ＮＶＣ０１ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（登録、訂正、削除） 22 ＩＤＡ 輸入申告事項登録 

11 ＮＶＣ０２ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（関連付け） 23 ＩＤＡ０１ 輸入申告変更事項登録 

12 ＯＬＣ 保税運送申告 24 ＳＷＡ シングルウィンドウ輸入申告事項登録 

Ｂ／Ｌ番号の35桁入力が可能となる業務は、下表のとおり。 
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共通 海上 第13回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-8 Ｂ／Ｌ番号入力仕様の見直し（２）： 仕分け（仕合せ）・内取り 

・仕分け（仕合せ）業務を実施した際の取扱枝番について、仕分（仕合）親の取扱枝番を引き継ぐ仕様とする。 
・「貨物取扱登録（改装･仕分け）（ＳＨＳ）」業務に新たに区分を設け、内取りを可能とする。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

・「貨物取扱登録（改装･仕分け）（ＳＨＳ）」業務は「仕分前貨物管理番号」、「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務は 
「仕分前Ｂ／Ｌ番号」を仕分親番号とし 、直前の仕分親番号に対し取扱枝番が払い出される。 

 
・次期仕様においては、 「貨物取扱登録（改装･仕分け）（ＳＨＳ）」業務で 
内取りの実施を可能とする。 
ＳＨＳ業務、仕分数の項目に新たに「内取り：0（ゼロ）」の区分を設ける。 
 
・繰返し部に「内取元」と「内取りをする分」の２つの情報を入力する。 
内取元についてはＢ／Ｌ番号を変更せず、内取りの度に内取りをする分の貨物に 
ついて、枝番を付与して貨物情報を作成する。 

仕分親 

ABCD100 ABCD100B 

ABCD100A ABCD100AA 

ABCD100AB 

ABCD100ABA 

ABCD100ABB 

仕分け① 仕分け② 仕分け③ 

枝番の付与はＡ→Ｖ、その後ＡＡ→ＶＶの順 
 
※枝番にＩ・Ｏ（オー）・Ｗ・Ｘ・Ｙ・Ｚは使用しない。 
 

内取仕様 
貨物取扱登録（改装･仕分け）（ＳＨＳ）業務画面 

・「貨物取扱登録（仕合せ）（ＣＨＵ）」業務についても、直前の先頭に入力された輸出管理番号に対し取扱枝番が払い出される。 

例：仕分けのフロー 
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貨物 海上 第11回 
WG 

基本 
Ⅳ-6-他 ＡＣＬ業務の見直し（１） 

・ ＡＣＬ業務について見直しを行い、必要な改善を実施する。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

項番 項   目 内     容 

1 ＡＣＬ業務の統廃合
及び 名称変更 

・ 現行ＡＣＬ０１及びＡＣＬ０２は廃止し、現行ＡＣＬ０３を新ＡＣＬ０１、現行ＡＣＬ０４を 
 新ＡＣＬ０２とする。 
・ 現行ＡＣＬ「船積確認事項登録」の業務名を「ＡＣＬ情報登録」に変更し、ＡＣＬ０２業務の 
 業務名に「自動車船用」を追加する。（注：ＡＣＬ＝Acknowledgement  of Cargo Loading） 

2 決済関連業務の廃止 ・ 現行決済業務については、即時性が無いことが利用が進まない大きな課題となっており、現時点で 
 この解消手段はなく利用拡大は見込めないことから、次期においては、以下の決済業務を廃止する。 
 
 
 
 
 
 
 
・ 決済関連業務の廃止に伴い、ＡＣＬ業務の関連項目の「電子決済希望識別」欄、「請求先」欄 
 及び「請求先名」欄を削除する。 

業務コード 現行業務名 第６次業務名 

ＡＣＬ０１ 船積確認事項登録（コンテナ船用） ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用） 

ＡＣＬ０２ 船積確認事項登録（在来船用） ＡＣＬ情報登録（在来船・自動車船用） 

ＡＣＬ１１ 船積確認事項登録呼出し ＡＣＬ情報呼出し 

ＡＣＬ１２ 船積確認事項登録（ハウス単位）呼出し ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出し 

ＩＡＬ 船積情報照会 ＡＣＬ情報照会 

ＩＡＣ 船積情報登録状況照会 ＡＣＬ情報登録状況照会 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

業務コード 業務名 業務コード 業務名 業務コード 業務名 

ＷＢＩ ＳＷＢ確定通知 ＰＡＳ 支払選択登録 ＩＷＢ ＳＷＢ情報照会 

ＷＢＩ１１ ＳＷＢ確定通知呼出し ＰＡＳ１１ 支払選択登録呼出し ＩＩＳ ＳＷＢ請求情報一覧照会 

ＷＢＳ ＳＷＢ情報通知 ＩＩＳ ＳＷＢ請求情報一覧照会 
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貨物 海上 第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-他 ＡＣＬ業務の見直し（２） 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

項番 項   目 内     容 

3 プログラム変更要望 ・ ＡＣＬ業務に対するプログラム変更要望のうち、要望が多かった項目について見直しを実施する。 
 詳細は、次表のとおり。 

業務コード プログラム変更要望 詳細仕様 

1 

ＡＣＬ 

共通部のグロス重量／容積と繰返部（ＣＬＰ）の各コンテナの
重量／容積のチェック機能を追加してほしい。 

共通部の合計グロス重量／容積と、繰返部（ＣＬＰ）の 
各コンテナの重量／容積の合計を比較し不一致の場合はワーニン
グ対応とする。 

2 
現行では、船会社／ＮＶＯＣＣ欄のほかに３欄ある通知先欄を
増やしてほしい。また、通知先としてＣＹ・ＣＳＦ欄を独立し
た入力項目としてほしい。 

通知先を５欄に変更し、船会社／ＮＶＯＣＣ欄、 
ＣＹ／ＣＦＳ欄及びその他の通知先３欄の構成とする。 

3 ＡＣＬ業務を実施した者が分かるようにしてほしい。 ＡＣＬ業務を実施した会社名等を新たに出力する。 

4 記号番号欄のレイアウト（現行３５桁×４行（繰返９０））を
変更してほしい。 

記号番号欄について、３５桁×２０行（繰返１８）の構成に変更
する。 

5 船会社が発行するＭａｓｔｅｒ Ｂ／Ｌ Ｎｏ.を記載出来る欄を
増やしてほしい｡ ＭａｓｔｅｒＢ／Ｌ Ｎｏ．欄の入力欄を追加する。 

6 着荷通知先住所電話番号、荷受人住所電話番号の欄は105桁で
あるため､桁数を増やしてほしい｡ 

荷送人、荷受人、着荷通知先の住所・電話番号欄について現行の
105桁に70桁を追加し175桁とする。 

7 シール番号欄を４欄にしてほしい｡ シール番号欄を１欄追加し４欄に変更する。 

8 内個数を10個くらいに増やしてほしい｡ 内個数の入力欄を追加し10欄とする。 

9 ＩＡＬ 船積情報照会（ＩＡＬ）業務の照会結果に、ＡＣＬ業務の送信
履歴を出力してほしい。 送信履歴を５件出力する。 
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貨物 海上 第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-他 ＡＣＬ業務の見直し（３） 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

業務コード プログラム変更要望 詳細仕様 

10 ＩＡＬ 
ＩＡＬ業務による照会結果に、通知先コード１、2が表示されない
ので、出力してほしい。また、ＡＣＬ仮登録でも照会が可能となる
ようにし、仮登録状態か本登録状態か、取り消し状態かを区別でき
るようにしてほしい。 

出力情報に通知先と登録の区分を追加する。 
また、ＡＣＬ仮登録状態でも仮登録者からの照会を可能とす
る。 

11 

ＡＣＬ 

記号番号欄及び品名欄に「SEE ATTACHED SHEET」と入力された
場合、エラーまたは注意喚起メッセージ出してほしい。 

エラーまたは注意喚起メッセージによる対応はせず、 
記号番号欄、品名欄に２欄以上入力があった場合の出力メッ
セージを「SEE ANOTHER ACL DATA」に変更する。 

12 送信後の印刷でも、通知先を表示してほしい。 出力帳票に通知先を追加する。 

13 「記事」欄の桁数を増やしてほしい。 「記事」欄の桁数を２８０桁から３５０桁に拡大する。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 海上 第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-他 ＣＹ搬出入業務の改善（１） 

・ ＣＹ搬出入業務について見直しを行い、必要な改善を実施する。 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

項番 項   目 内     容 

1 業務フローの確認
及び利用実態 

・ 現行業務フローについては、基本的に問題は無いことが確認され、以下について改めて合意した。  
 ① 第６次ＮＡＣＣＳにおいても、現行フローを踏襲することを原則とする。 
   なお、入出力項目の見直しについては、多数の意見が提出されたが、ＣＹのＴＯＳ (注) 改修等へ 
  の影響を考慮し、必要最低限の見直しとする。 
 ② ブッキング情報のＣＹへの個別送信を廃止し、本船単位でのブッキング情報の取得を目的として 
  いる「ＩＢＬ（ブッキング一覧照会）業務」を改善する。 
 ③ 荷主等による船会社等に対する船腹予約業務を新たにシステム化し（継続検討事項）、ＢＫＲ 
  （ブッキング情報登録）業務での利用を可能とする。 

2 デマレージ等の
決済業務 

・ 現行決済業務については、即時性が無いことが大きな課題となっており、現時点では現行以上の決済 
 機能を提供することは難しい状況にあることから、現行のままでは利用拡大は見込めない。 
 このため、次期においては次のオンライン業務及び管理資料「電子決済入金予定データ」を廃止する。 
 
 
 
 
 
 

3 ＷｅｂＮＡＣＣＳ 
対象業務 
 
 
 
 
 
 

・ ＣＹ搬出入業務では、以下の業務を ＷｅｂＮＡＣＣＳにより提供しているが、決済業務自体の廃止、 
 また、各業務の利用実態等を踏まえて、次期においてはＷｅｂＮＡＣＣＳでの提供を廃止する。 
 
 
 

業務コード 業 務 名 業務コード 業 務 名 業務コード 業 務 名 

ＡＣＴ 請求情報登録 ＰＡＳ 支払選択登録 ＩＡＩ 請求情報一覧照会 

ＡＣＴ１１ 請求情報登録呼出し ＰＡＳ１１ 支払選択登録呼出し ＩＡＴ 請求情報照会 

ＩＰＳ 電子決済情報照会 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

業務コード 業 務 名 業務コード 業 務 名 業務コード 業 務 名 

ＰＵＬ 空コンテナピックアップ一覧作成 ＰＡＳ 支払選択登録 ＩＡＴ 請求情報照会 

ＰＣＤ 空コンテナ引渡情報登録 ＰＡＳ１１ 支払選択登録呼出し ＩＰＳ 電子決済情報照会 

ＩＰＵ ピックアップオーダー照会 

(注) TOS：Terminal Operation System 
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貨物 海上 第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-他 ＣＹ搬出入業務の改善（２） 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

業務コード プログラム変更要望内容 詳細仕様 

1 ＰＵＲ 

 空コンテナピックアップ登録（ＰＵＲ）業務の入力項目に 
ついて見直しをしてほしい。 
 ・バンニング場所入力欄の追加 
 ・第３者通知先欄の追加 
 ・ピックアップオーダーに不要な項目の削除 
 ・湿度入力欄の追加 等 

 ＰＵＲ業務に関する項目の変更要望については、自社シス
テム改修等への影響が大きいことから、大幅な見直しは実施
しない。 
 ただし、湿度、通知先の２項目については、追加する。 
 なお、上記の項目追加に伴い、空コンテナピックアップ 
回答（ＰＵＡ）業務の項目変更を実施する。 

2 ＰＵＡ  空コンテナ搬出確認情報（ＳＡＴ０８９０）等をＥＸＣ型 
からＥＸＺ型電文に変更してほしい。 必要な帳票について、送信電文型式をＥＸＺ型に変更する。 

3 ＰＣＤ 

・ 入力項目の見直し（シール№入力欄、通知先欄の追加）を  
 して欲しい。また、ＥＩＲのテンプレートの見直し（コンテ 
 ナ図の追加）もお願いしたい。 
・ ＥＩＲ（Equipment Interchange Receipt： 機器受渡証） 
 の事前発給を可能としてほしい。 

・ シール№入力欄の追加は任意項目として追加する。 
 
・ 引渡日時の未来日入力可能化によって、ＥＩＲの事前 
 発給を可能とする。 

4 ＩＢＬ  ブッキング一覧照会（ＩＢＬ）業務における帳票出力項目
および帳票レイアウトの見直しをしてほしい。 必要な見直しを実施する（詳細は追加検討）。 

5 ＣＹＨ 
ＶＡＨ 

 コンテナ番号に対するチェックデジット機能の追加、総重
量値の自動計算化を追加をしてほしい。 

 チェックデジット機能の追加、総重量値の自動計算化を 
可能とする。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

項番 項   目 内     容 

4 プログラム変更要望 ・ プログラム変更要望に対する検討の結果、見直しを実施する項目の詳細は、次表のとおり。 
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貨物 海上 第10回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-他 Ｂ／Ｌ番号体系変更時のＲＳＳ０１業務の実施可能化 

・ 「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務実施後、Ｂ／Ｌ番号体系変更の場合でも、当初のＢ／Ｌ番号における「輸入コンテナ引
取予定情報通知業務（ＲＳＳ０１）」業務を実施可能とする。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ＣＨＪ 業務により登録された情報：仕分け親Ｂ／Ｌ番号と子Ｂ／Ｌ番号でＲＳＳ０１業務及びＲＳＳ１１業務を実施可能とする。 

ＣＨＪ業務実施 
コンテナ３本を 
枝番Ａ（１本）と枝番Ｂ（２本）に仕分け 

Ｂ／Ｌ番号での
業務実施を可能
とする。ただし、
仕分親Ｂ／Ｌ情報
のＤＢ保存期間
経過後（ＣＨＪ
業務実施日を起
算日として６日
後）は実施不可
となる。 

*コンテナ単位で 
複数回送信可能 

Ｂ／Ｌ番号：ＡＢＣＤ１００ 
仕分親 

コンテナＡ 

コンテナＢ コンテナＣ 

Ｂ／Ｌ番号：ＡＢＣＤ１００Ａ 

コンテナＡ 
仕分子 

コンテナＢ コンテナＣ 

Ｂ／Ｌ番号：ＡＢＣＤ１００Ｂ 
仕分子 

親Ｂ／Ｌ番号 

ＲＳＳ０１業務 

ＲＳＳ０１業務 

ＲＳＳ０１業務 

子Ｂ／Ｌ番号 

子Ｂ／Ｌ番号 

業務コード 変更点 

ＲＳＳ０１ 
輸入コンテナ
引取予定情報
通知(ＩＤ通知) 情報仕分親Ｂ／Ｌ番号

が入力された場合でも
業務実施可能となる
ようにチェック処理を
変更する。 

ＲＳＳ１１ 
（ ＲＳＳ１２）
輸入コンテナ引
取予定情報通知
(ＩＤ通知)呼出
し等 

ＲＳＴ０１ 
輸入コンテナ
引取予定確認
情報通知(ＩＤ
確認) 

貨物情報ＤＢチェック
において、ＲＳＳ０１
業務で登録されたＢ／
Ｌ番号が情報仕分親の
場合は、貨物情報ＤＢ
が存在しない場合でも
業務実施可能となる
ようにチェック処理を
変更する。 

ＲＳＴ１１ 
輸入コンテナ
引取予定確認
情報通知(ＩＤ
確認)呼出し 

関連業務における変更点 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 航空 
海上 

第 ９回 
第10回 ＷＧ 基本 

Ⅳ-6-他 見本持出し関連業務の見直し 

・ 見本持出しに関連する業務について、以下の見直しを実施する。 
 ① 見本持出許可後から「見本持出確認登録（ＭＨＯ）」業務が実施されるまでの間に仕分け・輸入申告等が行われた場合 
  の業務処理 
 ② 「見本持出許可申請（ＭＭＡ／ＭＨＡ）」業務後に「見本持出取消（ＭＭＣ／ＭＨＣ）」業務が行われた場合の管理資料 
  収集条件 

詳細仕様検討結果 
 
  
 
 
 
 
 
 
    ２．管理資料収集条件の見直し 

  見本持出許可後に ＭＭＣ／ＭＨＣ業務が行われた場合は、貨物取扱等管理資料の「Ｓ１３ 航空輸出貨物取扱等一覧 
 データ」、「Ｔ２０ 航空輸入貨物取扱等一覧データ」及び「Ｇ０５ 貨物取扱等一覧データ」において、見本持出許可 
 取消日を出力する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

貨物取扱等一覧データ 
貨物取扱等種別  登録許可日 登録許可番号 ・・・  見本持出日  許可取消日  持出先  ・・・ 
    M     ×××     A                20140902   ×××    ××× 
    M     ×××     B         20140901          ×××      ××× 
    M     ×××     C                          ×××    ××× 

１．見本持出し関連業務の見直し 
  現行では、見本持出許可後に仕分け・輸入申告等の業務が行われると、ＭＨＯ業務が実施できなくなるため、見本持出 
 許可後に ＭＨＯ業務が実施されていない場合は、「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」又は「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」 
 業務等の実施時に、ワーニング表示を行うことによって注意喚起を促すこととする。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

赤枠部分が新規出力項目 
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貨物 海上 第11回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-他 保税運送承認番号の複数件入力について 

・ 「システム外搬入確認（輸入貨物）（ＢＩＢ）」業務において、複数のボートノートでの同時搬入の場合、保税運送承認 
 番号欄の入力桁数が１１桁であり全てのボートノート番号が入力できないため、必要な改善を行う。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  「システム外搬入確認（輸入貨物）（ＢＩＢ）」業務の保税運送承認番号欄の入力桁数を３０桁に増やすことにより、
複数のボートノート番号の入力を可能とする。   

入力桁数を３０桁に増やす 

保税運送承認番号の桁数増加に伴い、下記のオンライン業務及び管理資料のレイアウト変更等を実施する。 
  
 ・輸入貨物情報訂正業務【ＳＡＩ／ＳＡＩ１１】 
 ・システム外搬入確認取消業務（呼出し）【ＢＩＸ／ＢＩＸ１１】 
 ・貨物情報照会業務（入出庫管理情報）【ＩＣＧ】 
 ・Ｇ０１ 輸入貨物搬出入データ【管理資料】 
 ・Ｇ０２ 輸出貨物搬出入データ【管理資料】 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 航空 第13回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-他 ＬＤＲ単位の搬入総個数の表記 

・「搬出確認登録呼出し（ＥＸＭ 又は ＥＸＡ）」業務で処理されたＬＤＲ単位の搬入総個数の表記を可能とする。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

 ①「搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＥＸＡ０１）」業務等で出力されるＬＤＲ情報について、 
  「搬出総個数」の項目を追加し、ＬＤＲ情報に紐づくＵＬＤ、ＡＷＢ及びＨＡＷＢの搬出個数の合計を出力する。 
 ② ＵＬＤの場合は搬出された積み付け個数を、バラ貨物の場合はＡＷＢ又はＨＡＷＢの搬出個数の合計を出力する。 

＜変更対象業務＞ 
 ・「搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＥＸＡ０１）」業務 
 ・「搬出確認登録（ＭＡＷＢ単位）（ＥＸＭ０１）」業務 
 ・「搬出確認登録（ＵＬＤ単位）（多数件処理）（１ＸＵ）」業務 
 ・「搬出確認登録（輸入保税蔵置場）輸出情報登録（ＥＸＲ０２）」業務 
＜変更対象出力情報＞ 
 ・ＬＤＲ情報（ＡＡＴ０３） 

・ 第６次ＮＡＣＣＳにおいては、ＬＤＲ単位の搬出総個数を出力するように以下のとおり変更する。 

（参考） ＬＯＣＡＬ ＤＥＬＩＶＥＲＹ ＲＥＣＥＩＰＴ 出力イメージ 

ここへ総個数を表示 
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通関 航空 
海上 

第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-6-他 通関書類の添付対象手続きの見直し 

・ 通関書類の添付登録業務（ＭＳＸ）について、対象申告等の見直しを実施する。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
    

項番 現行対象申告・申請手続き（輸入） 項番 現行対象申告・申請手続き（輸出） 

１ 輸入申告（ＩＤＣ／ＳＷＣ） 1 輸出申告（ＥＤＣ） 

２ 輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ） 2 輸出許可内容変更申請（ＥＡＣ） 

3 石油製品等移出（総保出）輸入申告（ＭＷＣ） 3 輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ） 

4 機用品蔵入承認申請（ＣＴＣ） 4 輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請（ＭＡＦ） 

5 本船・ふ中扱い承認申請（輸入）（ＨＦＣ） 5 本船・ふ中扱い承認申請（輸出）（ＨＦＣ） 

6 別送品輸出申告（ＵＥＣ） 

7 別送品輸出許可内容変更申請（ＵＡＣ） 

２．参考（現在のＭＳＸ業務の対象手続） 

１．第６次ＮＡＣＣＳにおけるＭＳＸ業務の追加対象手続 
項番 第６次ＮＡＣＣＳで追加となる対象申告・申請手続き 

１ 

輸入 

修正申告（ＡＭＣ） 

２ 関税等更正請求（ＫＫＣ） 

３ 一括特例申告（ＴＫＣ） 

４ 輸出 輸出取止め再輸入申告（ＥＥＣ（仮）） ※ 第６次ＮＡＣＣＳで新規追加となる予定 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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通関 航空 
海上 

第12回 
WG 

基本 
Ⅳ-6-他 特例申告納期限延長に係る据置担保、個別担保の併用可能化 

・ 特例申告納期限延長において、「関税等」及び「その他の内国消費税」はいずれも据置担保から優先して引き落とされる 
 ため、据置担保と個別担保を使い分けた引落しができない場合があることについて、優先順位を見直して改善を実施する。 
 ※関税等…関税、特殊関税、消費税及び地方消費税 ※その他の内国消費税…関税等以外の内国消費税（酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税等） 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

担保登録 
（個別担保を登録） 

特例申告 
（ＩＤＥ） 

担保引落し 
据置担保からのみ引落されて
しまう可能性がある。 

＜問題点＞ 現行においては、「関税等」及び「その他の内国消費税」とも、「据置担保」から優先して引落とされる 
  仕様となっている。従って、税額の合計が据置担保残高以下の場合は、個別担保が登録されていても全て据置担保 
  から引落されてしまう事象が発生する。 

関税等の引落しを目的として、
システムに据置担保を登録 

＜通関業者＞ ＜税関＞ 特例申告納期限延長における担保の引落し
順序について 
 据置担保 ⇒ 個別担保 の順に引落し 

担保登録 
（据置担保を登録） 

その他の内国消費税の引落しを目的として、 
システムに個別担保を登録 

＜通関業者＞ ＜税関＞ ＜通関業者＞ 

＜対応案＞ 担保の引落し順序を「関税等」と「その他の内国消費税」とで異なるものとし、特例申告納期限延長に係る 
  据置担保、個別担保を使い分けた引き落としを可能にする。 

「関税等」の引落しは「据置担保⇒個別担保」のままとし、「その他の内国消費税」の落し順序を以下のとおり変更する。 
 
  （現行）据置担保 ⇒ 個別担保     （第６次）個別担保 ⇒ 据置担保 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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詳細仕様検討結果 

内 容 現 行 仕 様 第６次ＮＡＣＣＳにおける対応 

1 
パッケージソフトの
アップデート方法の 
改善 

① アップデート対象の端末テンプレートのダウンロード 
 作業に時間を要する。 
② 他業種の利用者に関連する端末テンプレートである場合
でも利用業種にかかわらずダウンロードする必要がある。 

パッケージソフトのアップデートについては、［基本Ⅲ-7：
端末パッケージソフトの改善(1)(p.19)］のとおり改善する。 
 

＜前述(p.19)再掲＞ 

2 外部ファイルに保存し
た過去データの再利用 

仕様変更後に入力項目の変更等があると外部ファイルに 
保存していた過去データが使用できなくなる。 

仕様変更後においても、過去データの外部ファイルから再利
用を可能とする。 

3 
パッケージソフトの 
集約化 

① パッケージソフトの種類が多過ぎて、どれをインストー
ルしてよいのかが分からない。 

② テンプレートが無いため出力帳票の表示ができない。 

インストール時に選択が容易となるよう、パッケージソフト
を集約化する（集約により出力帳票の表示も可能となる。）。 

＜前述(p.19)再掲＞ 

4 デジタル（クライアン
ト）証明書の取得等 

① 新規取得や更新の方法が煩雑である。 
② 新規取得や更新後にパッケージソフトへの設定を手動で
行わなければならない。 

デジタル（クライアント）証明書の更新手続等の簡素化につ
いては、ネットワークベンダー確定後に改善策を検討する。 

＜前述(p.19)再掲＞ 

5 メニュー構成の見直し メニュー内の項目について、どのカテゴリの場所にあるの
かが分かりにくい。 

メニュー構成について、分かりやすさに配慮のうえ見直しを
実施する。 

6 ファイル添付時の操作
性改善 

添付ファイルを業務画面に貼付する際にパッケージソフト
上で１ファイルづつ選択しなければならない。 

ファイルのコピー＆ペースト機能により複数ファイルをまと
めての添付を可能とする。 

7 ツールバーのカスタマ
イズ化 

ツールバーについて、現状「標準」と「業務」でしか設定
ができない。また、古い電文の一覧表示について、場所が
わかりづらい。 

ツールバーのカスタマイズ設定機能を新たに設ける。 

8 表示文字の大きさ設定
の可能化 

パッケージソフトにおいて、表示文字を大きくするには 
表示｜送受信電文一覧文字サイズで大・小・元の大きさ 
しかない。 

パッケージソフトの表示文字の大きさ設定を新たに設ける。
なお、表示の崩れが起きないようにフォントサイズの上限
値・下限値を設ける仕様とする。 

9 業務単位での確認画面
設定の可能化 

関係省庁に申告・申請する業務について、送信時に送信内
容を事前に確認できる画面が無い。 

誤送信防止のため、業務単位での確認画面設定機能を新たに
設け、利用者が業務単位で任意に設定することを可能とする。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

端末 航空 
海上 

第12回 
WG 

基本 
Ⅳ-6-他 端末パッケージソフトの改善（２）：プログラム変更要望に基づく機能改善① 

・ 現行ＮＡＣＣＳに対するプログラム変更要望のうち、第６次ＮＡＣＣＳで対応する必要があるものについては、検討する。 

 
58



詳細仕様検討結果 

内 容 現 行 仕 様 第６次ＮＡＣＣＳにおける対応 

10 添付ファイル拡張子の
大文字使用の可能化 

添付ファイルの拡張子に大文字を使用すると、チェックで
エラーとなる。 

添付ファイルの拡張子に大文字小文字を問わず、使用するこ
とを可能とする。  

11 オプション画面におけ
る自動印刷の設定方法 

自動保存の設定とは異なり、自動印刷を行うものを個別に
設定できない。 

オプション画面において、自動印刷を行うものを個別に設定
可能とする。 

12 オートコンプリートの
表示サイズの調整 

オートコンプリートでリストを表示する際の横幅が狭く、
履歴の文字列が表示しきれていない場合がある。 

オートコンプリートのリスト横幅を拡大して、表示を可能と
する。併せて不要な履歴の削除を可能とする。 

13 送受信中キャンセル時
の二重受信防止対応 

メール処理方式において、送受信中にキャンセルすると 
二重に電文が受信される場合がある。 

電文の二重受信を防止できるように改善する。 

14 印刷方法設定の可能化 
出力情報の印刷について､例えば､５枚ものを２部出力させ
るとき､現行では､１／５､２／５､３／５､４／５､５／５を
１部として､２部出力することができない。 

印刷方法設定の中で部単位印刷／ページ単位印刷のいずれか
の選択を可能とする（利用者が任意に設定）。 

15 ＺＳゴシック化の採用 利用者ＩＤやメールボックスＩＤ等がメイン画面及び送受
信電文一覧画面においてゼロとオーとの区別ができない。 

ゼロとオーの区別を容易にするため、業務画面と同様のＺＳ
ゴシック化を採用する。(ZS:ZeroSlash ０(ｾﾞﾛ)に斜線を入れたもの) 

16 アラーム音設定の改善 パッケージソフトの設定でアラーム音を鳴らすようにして
いたのに、Windows7から鳴らなくなってしまった。 

現行のＯＳ及びＰＣに依存するＢＥＥＰ音の利用を廃止し、
依存しないＷＡＶファイルによるアラーム音を採用する。 

17 電文保存期間のデフォ
ルト日数 

インストール時は１日がデフォルト設定されており、翌日
には電文が消えてしまう。 

電文保存期間のデフォルト日数を10日に変更する。 

18 自動バックアップの 
設定 

インストール時は自動バックアップ機能にチェックが入っ
ていないため、自動バックアップが機能しない。 

バックアップ機能のデフォルトを「自動」に設定して提供す
る。 

19 自動バージョンアップ
の設定 

インストール時は自動バージョンアップ機能にチェックが
入っていないため、自動バージョンアップが機能しない。 

バージョンアップ機能のデフォルトを「自動」に設定して提
供する。（なお、ダイヤルアップ回線の場合、起動時にＮＡ
ＣＣＳと自動接続し通信料が発生する場合があることから、
必要に応じて本設定の解除が必要となる。） 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

端末 航空 
海上 

第12回 
WG 

基本 
Ⅳ-6-他 端末パッケージソフトの改善（３）：プログラム変更要望に基づく機能改善② 

・ 現行ＮＡＣＣＳに対するプログラム変更要望のうち、第６次ＮＡＣＣＳで対応する必要があるものについては、検討する。 
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詳細仕様検討結果 

内 容 現 行 仕 様 第６次ＮＡＣＣＳにおける対応 

20 印刷プレビューサイズ
の設定 

印刷プレビューのサイズのデフォルトが「100%」に設定
されていない。 

印刷プレビューサイズのデフォルトを「100%」に設定して
提供する。利用者が設定値を変更した場合は、以後変更した
値で表示する。 

21 プロキシサーバー設定
の改善 

プロキシサーバ設定が手動となっており、社内でのイン                                                                                                       
ターネット設定を変更するとプロキシサーバ設定を手動で
変更しないとパッケージソフトが使えなくなる。 

利用者がインターネット環境を変更した際、当該環境に合わ
せてプロキシサーバの設定が自動で変更等されるようにする。 

22 トレースログの保存 トレースは最大１ＭＢで２世代まで保存されるが、業務量
によっては数十秒しかトレースログが残らない。 

ログについては、日付単位で7日間分保持するように変更す
る。 

23 ログオン機能の改善 
インタラクティブ処理方式とｎｅｔＮＡＣＣＳ処理方式の
パッケージソフトで、アカウント（利用者ＩＤ、パスワー
ド）を取り違えてもログオンができてしまう。 

誤って入力した場合は、ログオン時点でエラーとなるように
改善する。 

24 管理資料取出し・再取
出しの操作性改善 

管理資料取出し・再取出し画面を閉じないと保存先フォル
ダを開けない。 

管理資料取出し・再取出し画面を開いた状態で保存先フォル
ダの展開を可能とする。 

25 初期画面の「検索区
分」の操作性改善 

デフォルトが業務コードとなっており、パッケージソフト
の起動の度にデフォルトの業務コードに戻ってしまう。 

利用者が選択した検索区分を次回利用時にも維持するように
改善する。 

26 検索する文字列長の変
更 

検索枠が半角29桁になっているが、Ｂ／Ｌ番号35桁化に
伴い、表示枠を拡大する必要がある。 

検索する文字列の最大入力桁数について、半角で64桁に変更
する。 

27 業務エラー内容の見直
し 

エラー内容や対処方法がわかりにくく、内容が実態と合っ
ていないことが多い。 

業務エラーの内容については、分かりやすさを配慮のうえ、
必要な見直しを実施する。 

28 入力項目ガイドの内容
の見直し 

入力項目ガイドにある「入力方法は（本文）7.特記事項を
参照」だけでは、業務仕様書にあることがわからない。 

入力項目ガイドの内容については、分かりやすさを配慮のう
え、必要な見直しを実施する。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

端末 航空 
海上 

第12回 
WG 

基本 
Ⅳ-6-他 端末パッケージソフトの改善（４）：プログラム変更要望に基づく機能改善③ 

・ 現行ＮＡＣＣＳに対するプログラム変更要望のうち、第６次ＮＡＣＣＳで対応する必要があるものについては、検討する。 
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貨物 海上 第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-８ 業務名称の変更 

・ 業務実態に合わない業務名称があるため、当該業務名称について見直しを実施する。 

詳細仕様検討結果 

 以下のオンライン業務について、「次期システム」欄に記載のとおり、業務名称を変更する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）上記の表は、基本仕様書Ⅳ-８に掲げる「オンライン業務について見直し」を行った結果を纏めたものであり、項番は基本仕様書に従う。 
   なお、項番９～13は欠番となっているが、該当業務は今後とも利用が見込めないこと等から次期において業務自体が廃止となるため。    

項番 
現行システム 次期システム 

業務 
コード 業務名 業務コード 業務名 

1 ＡＣＬ０１ 船積確認事項登録（コンテナ船用） 
ＡＣＬ０１ ＡＣＬ情報登録（コンテナ船用） 

2 ＡＣＬ０３ 船積確認事項登録（コンテナ船用）（ＳＷＢ用） 

3 ＡＣＬ０２ 船積確認事項登録（在来船用） 
ＡＣＬ０２ ＡＣＬ情報登録（在来船・自動車船用） 

4 ＡＣＬ０４ 船積確認事項登録（在来船用）（ＳＷＢ用） 

5 ＡＣＬ１１ 船積確認事項登録呼出し ＡＣＬ１１ ＡＣＬ情報登録呼出し 

6 ＡＣＬ１２ 船積確認事項登録（ハウス単位）呼出し ＡＣＬ１２ ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出し 

7 ＩＡＬ 船積情報照会 ＩＡＬ ＡＣＬ情報照会 

8 ＩＡＣ 船積情報登録状況照会 ＩＡＣ ＡＣＬ情報登録状況照会 

14 ＮＶＣ０１／０２ 混載貨物情報登録 ＮＶＣ０１／０２ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録 

15 ＮＶＣ１１ 混載貨物情報登録呼出し ＮＶＣ１１ ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録呼出し 

16 ＩＮＶ 混載貨物情報照会 ＩＮＶ ハウスＢ／Ｌ貨物情報照会 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 

 
61



貨物 航空 
海上 

第12回 
WG 

基本 
Ⅳ-9 廃止オンライン業務（１） 

・ 現行提供するオンライン対象業務のうち、利用実績のないもの等については、第６次ＮＡＣＣＳにおいて廃止を検討する。 

詳細仕様検討結果 

・ 以下のオンライン業務については、第６次ＮＡＣＣＳにおいて廃止する。 

  廃止オンライン業務（１）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

項番 業務 
コード 業務名 

システム 
廃止理由 

空航 上海 

1 ＣＹＢ０１ システム外ＣＹ搬入確認 
（コンテナ単位）（事前登録）   ○ 

現行システムで利
用実績のない業務
の廃止 

2 ＣＹＤ１１ システム外ＣＹ搬入確認呼出し
（Ｂ／Ｌ単位）（事前登録）   ○ 

3 ＲＰＫ 船卸予定登録   ○ 

4 １ＲＰ 船卸予定登録（多数件処理） ○ 

5 ＰＡＹ ペイメント情報照会 ○ ○ 

専用口座機能の廃
止 

6 ＢＡＡ 口座残高証明額訂正（呼出し） ○ ○ 

7 ＢＡＡ０１ 口座残高証明額訂正 ○ ○ 

8 ＩＢＡ 口座照会 ○ ○ 

9 ＤＬＳ０５ 納付書情報（口座）再出力依頼
情報登録・変更 ○ ○ 

10 ＶＰＴ 入港前統一申請Ｂ ○ Ｗｅｂ ＮＡＣＣ
Ｓ対象化に伴い
パッケージソフト
による提供を廃止 11 ＶＰＴ１１ 入港前統一申請Ｂ呼出し ○ 

項番 業務 
コード 業務名 

システム 
廃止理由 

空航 上海 

12 ＶＩＴ 入港届等Ｂ ○ 

Ｗｅｂ ＮＡＣＣ
Ｓ対象化に伴い
パッケージソフ
トによる提供を
廃止 

13 ＶＩＴ１１ 入港届等Ｂ呼出し ○ 

14 ＶＯＴ 出港届等Ｂ ○ 

15 ＶＯＴ１１ 出港届等Ｂ呼出し ○ 

16 ＪＢＸ 船舶基本情報登録（内航船） ○ 

17 ＪＢＹ 船舶基本情報訂正（内航船） ○ 

18 ＪＢＹ１１ 船舶基本情報訂正呼出し 
（内航船） ○ 

19 ＪＰＴ 入港前統一申請等（内航船） ○ 

20 ＪＰＴ１１ 入港前統一申請等呼出し 
（内航船） ○ 

21 ＪＩＴ 入港届等（内航船） ○ 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 航空 
海上 

第12回 
WG 

基本 
Ⅳ-9 廃止オンライン業務（２） 

詳細仕様検討結果 
 
  廃止オンライン業務（２）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

項番 業務 
コード 業務名 

システム 
廃止理由 

空航 上海 

22 ＪＩＴ１１ 入港届等呼出し（内航船） ○ 

ＷｅｂＮＡＣＣ
Ｓ対象化に伴い
パッケージソフ
トによる提供を
廃止 

23 ＪＯＴ 出港届等（内航船） ○ 

24 ＪＯＴ１１ 出港届等呼出し（内航船）  ○ 

25 ＪＭＲ 移動届（内航船） ○ 

26 ＪＭＲ１１ 移動届呼出し（内航船） ○ 

27 ＫＩＴ 入港料減免・還付申請 ○ 

28 ＫＩＴ１１ 入港料減免・還付申請呼出し ○ 

29 ＫＭＴ 船舶運航動静通知 ○ 

30 ＫＭＴ１１ 船舶運航動静通知呼出し ○ 

31 ＫＳＴ 海側施設使用許可申請 ○ 

32 ＫＳＴ１１ 海側施設使用許可申請呼出し ○ 

33 ＫＬＴ 陸側施設使用許可申請 ○ 

項番 業務 
コード 業務名 

システム 
廃止理由 

空航 上海 

34 ＫＬＴ１１ 陸側施設使用許可申請呼出し ○ 
ＷｅｂＮＡＣＣＳ
対象化に伴いパッ
ケージソフトによ
る提供を廃止 

35 ＪＳＳ 申請状態確認 ○ 

ＩＶＳ（入港届等
照会）業務との統
合に伴う廃止 

36 ＣＲＷ０1 届出申請一覧呼出し ○ 

37 ＣＲＷ０2 届出申請情報照会 ○ 

38 ＲＳＳ 空コンテナ引取予定情報通知   ○ ＰＵＲ業務を提供 

39 ＲＳＴ 空コンテナ引取予定確認情報
通知   ○ ＰＵＡ業務を提供 

40 ＡＣＬ０１ 船積確認事項登録 
（コンテナ船用） ○ 

現行ＡＣＬ０３業務
(新ＡＣＬ０１業務)へ
の統合に伴う廃止 

41 ＡＣＬ０２ 船積確認事項登録 
（在来船用） ○ 

現行ＡＣＬ０４業務
(新ＡＣＬ０２業務)へ
の統合に伴う廃止 

42 ＳＩＲ 船積指図書（S/I）情報登録 ○ 
現行ＳＩＲ０２業務
(新ＳＩＲ業務）へ
の統合に伴う廃止 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 航空 
海上 

第12回 
WG 

基本 
Ⅳ-9 廃止オンライン業務（３） 

詳細仕様検討結果 
 
 廃止オンライン業務（３）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

項番 業務 
コード 業務名 

システム 
廃止理由 

空航 上海 

43 ＳＩＲ０１ 船積指図書（Ｓ／Ｉ）情報
登録（国際連携） ○ 

現行ＳＩＲ０２業務
(新ＳＩＲ業務)への
統合に伴う廃止 

44 ＥＩＲ Ｓ／Ｉ情報登録 ○ 現行ＥＩＲ０２業務
(新ＥＩＲ業務)への
統合に伴う廃止 45 ＥＩＲ０１ Ｓ／Ｉ情報登録（国際連携） ○ 

46 ＩＶＡ インボイス・パッキングリ
スト情報登録 ○ ○ 

現行ＩＶＡ０２業務
(新ＩＶＡ業務)への
統合に伴う廃止 

47 ＷＢＩ ＳＷＢ確定通知    ○  

決済機能の廃止 

48 ＷＢＩ１１ ＳＷＢ確定通知呼出し    ○  

49 ＷＢＳ ＳＷＢ情報通知    ○  

50 ＩＷＢ  ＳＷＢ情報照会    ○  

51 ＩＩＳ  ＳＷＢ請求情報一覧照会    ○  

52 ＰＡＳ  支払選択登録    ○  

53 ＰＡＳ１１  支払選択登録呼出し    ○  

項番 業務 
コード 業務名 

システム 
廃止理由 

空航 上海 

54 ＩＰＳ  電子決済情報照会    ○  

ＡＣＬ／ＣＹサブＷ
Ｇにて廃止を合意 
（今後利用が見込め
ない） 

55 ＡＣＴ  請求情報登録    ○  

56 ＡＣＴ１１  請求情報登録呼出し    ○  

57 ＩＡＩ  請求情報一覧照会    ○  

58 ＩＡＴ  請求情報照会    ○  

59 ＣＲＷ０３ 乗員上陸許可申請 ○ 入港前統一申請業務
との統合に伴う廃止 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 航空 
海上 

第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-12他 廃止管理資料及び月報管理資料配信日の変更等（１） 

・ 現行提供する管理資料のうち、第６次ＮＡＣＣＳにおいて機能変更に伴い不要になるものの廃止等について検討する。 

詳細仕様検討結果 

１．以下の管理資料については、第６次ＮＡＣＣＳにおいて廃止する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （注）上記管理資料の廃止に伴い「管理資料情報配信要否登録（ＵＫＳ）」業務について、変更を行う。 
（補足）上記の表の項番等は、基本仕様書Ⅳ‐12に掲げる「管理資料の見直し」に従っており、項番12は基本仕様策定後に追加となったもの。 

項番 
業務 

仕様書 
番号 

業務仕様書名 共通 航空 海上 周期 配信先 廃止理由 

1 I07 納付書集計データ ○     日報 銀行 

専用口座の廃止に伴
う廃止 

2 I08 連記式領収済通知書情報 ○     日報 銀行 

3 I09 連記式領収控情報 ○     日報 銀行 

4 I10 歳入金等受入報告表情報 ○     日報 銀行 

5 I11 口座振替用納付書送付書情報 ○     日報 銀行 

12 J02 電子決済入金予定データ（請求者用） ○ 半月報 船会社他 決済機能廃止 

6 S05 仕向地別混載仕立実績データ   ○   月報 混載業 

利用されていない 

7 S09 貨物取扱実績データ（荷送人別）   ○   月報 航空代理店 

8 S10 貨物取扱実績データ（航空会社別）   ○   月報 航空代理店 

9 S11 貨物取扱実績データ（営業所別）   ○   月報 航空代理店 

10 S12 搭載完了ＡＷＢデータ   ○   日報 航空代理店 

11 T06 ＢＲＥＡＫ ＢＵＬＫ ＭＯＮＴＨＬＹ  
ＲＥＰＯＲＴ   ○   月報 混載業 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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貨物 航空 
海上 

第12回 
ＷＧ 

基本 
Ⅳ-12他 廃止管理資料及び月報管理資料配信日の変更等（２） 

詳細仕様検討結果 

２．以下の管理資料については、第６次ＮＡＣＣＳにおいて配信日を｢毎月１日」に変更する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．管理資料の外部媒体提供の廃止 

 民間管理資料の配信において、管理資料のファイルサイズがシステム制限値（圧縮前６ＭＢ、圧縮後１ＭＢ）を超える 
 場合には、外部媒体へ保存しその媒体を郵送することで管理資料を配信しているが、第６次ＮＡＣＣＳにおいては、原則、 
 以下のとおりとする。 

 ① 外部媒体の運用を廃止する。 
 ② ファイルサイズに関係なく全ての管理資料について、システム配信処理により送付する。 

項番 
業務 

仕様書 
番号 

業務仕様書名 共通 航空 海上 現行配信日 次期配信日 

1 G03 保税運送申告一覧データ ○ ２日 

１日 

2 G04 貨物取扱等実績データ ○ ２日 

3 G06 船積確認事項登録実績データ ○ ４日 

4 G11 卸コンテナリスト取扱一覧データ ○ ３日 

5 G12 積コンテナリスト取扱一覧データ ○ ３日 

6 H01 輸出申告一覧データ ○ ４日 

7 H02 輸出貨物許可承認等実績データ ○ ２日 

8 I51 輸入申告一覧データ ○ ３日 

9 I52 輸入貨物許可承認等実績データ ○ ２日 

10 T07 搬出貨物統計データ（輸入） ○ ２日 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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共通 海上 第11回 基本 
Ⅴ-3 港湾統計データの配信方法変更（１） 

・ 一般財団法人みなと総合研究財団（ＷＡＶＥ）経由で港湾管理者に提供している「港湾統計作成用データ」について、 
 ＮＡＣＣＳから直接港湾管理者に提供する形式にする。 

詳細仕様検討結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

＜現状＞ 
・ 船会社等がＮＡＣＣＳへ登録したデータを基に、港湾統計作成用データとして管理資料情報（「K04 輸入貨物データ」 
 「K05 輸出貨物データ」「K06 仮陸揚貨物データ」）を作成している。 
・上記資料は、関係者の同意を得て、「みなと総合研究財団（ＷＡＶＥ）」経由で港湾管理者（７港湾）へ提供している。 

① 港湾統計用データの提供方法について、港湾管理者に対し直接提供する方法を採用する。 
② 港湾統計作成用データの収集条件等の見直しを行い、データの精度向上の検討を行う。（次ページの見直しを実施） 

東京港
川崎港
横浜港
名古屋港
大阪港
神戸港
北九州港

港湾管理者
ＮＡＣＣＳ K04

K06

K05

その他

その他港湾統計対象港
船会社等

港湾管理者へ
の直接配信

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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共通 海上 第11回 基本 
Ⅴ-3 港湾統計データの配信方法変更（２） 

詳細仕様検討結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

検討項目 詳  細  仕  様 

1 空コンテナに係るデータ収集の見直し 

１．仮陸空コンテナについては、第６次ＮＡＣＣＳにおいて仕様変更を行う予定で 
 あり、当該仕様の検討結果を踏まえ、収集データとして利用可能な場合は、管理  
 資料に反映する。 
 
２．輸入空コンテナについてはＭＦＲ業務にて登録された船積港等（任意項目）を 
 反映する。 

2 貨物訂正情報の反映  「輸入貨物情報訂正（ＳＡＩ）」業務等によって貨物情報の訂正が行われた場合、
港湾統計データにも当該訂正内容を反映するように変更する。 

3 品目の不適切な入力及び品種コードの漏れ 

１．輸出については、少額申告の場合で代表品目が入力された場合、港湾統計デー 
 タに反映する。 
 
２．輸入については、「出港前報告（ＡＭＲ）」で登録された品目コードを港湾統  
 計データに反映する。（ただし、在来貨物、ＰＬコンテナはＡＭＲ対象外） 

4 同意書の提出 
１．現在同意書を提出している利用者については、新たに同意を得ることはしない 
 こととする。 
２．新規に利用者となる船会社、船舶代理店からの同意の意思表示は、簡素に行え 
 るよう検討を行う。 

Ⅴ 詳細仕様検討結果 
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Ⅵ 詳細仕様検討の結果実施しないこととした案件一覧（１） 

項番 区分 検討項目 検討概要 詳細仕様検討結果 ＷＧ 
提示 

1 Air 
貨物 ｅ－ＡＷＢのシステム対応 ｅ－ＡＷＢのシステム化（ＸＭＬ方式対応を含む。）につい

て検討する。 
現時点でＮＡＣＣＳにおける対応は不要である
ことから、特段の対応は実施しないこととした。 第8回 

2 Air 
貨物 

航空保安対策基準見直し（新KS/RA）へ
の対応 
 [Ⅳ-6-5]  

航空保安対策基準（特定荷主及び特定フォワーダー制度）の
見直し（平成24年以降）に対応するため、一部オンライン
業務（ＣＤＢ等）の項目見直しについて検討する。 

既に運用が開始され個社による対応が進んでい
ることから、ＮＡＣＣＳにおける対応は不要と
され、特段の対応は実施しないこととした。 

第8回 

3 通関 事項登録業務・確認業務の追加 
[Ⅳ-5-1（2）] 

以下の業務について、事項登録業務・確認業務を新設する。
なお、新設業務の利用は、利用者が選択可能な仕組みとする。
（事項登録業務・確認業務を新設する対象業務） 
①「とん税納付申告（ＴＰＣ）」業務 
②「輸出自動車情報登録（ＭＯＡ）」業務 
③「輸入マニフェスト通関申告（ＭＩＣ）」業務 
④「輸入マニフェスト通関申告変更（ＭＩＥ）」業務  
⑤「輸出マニフェスト通関申告（ＭＥＣ）」業務 
⑥「輸出マニフェスト通関申告変更（ＭＥＥ）」業務  
⑦「輸出マニフェスト通関申告許可内容変更申請（ＭＡＦ）」業務 

事項登録業務の必要性について再確認を実施し
た結果、利用の見込みがない等により、新設は
不要と判断されたことから、特段の対応は実施
しないこととした。 

第８回 
第10回 
第11回 

4 通関 
納期限延長における納付方法に口座振替
（リアルタイム口座）を追加 
 [Ⅳ-6-1] 

輸入申告等における納期限延長の納付方法として、口座振替
（リアルタイム口座）が利用出来るようにする。 

特定の短時間に処理が集中してシステム処理に
多大な負荷が発生する可能性が高い等のため、
実施しないこととした。 

第9回 

5 共通 民民間における決済処理機能の提供 
 [Ⅳ-5-4] 

民民間における決済処理機能の提供（現在個別業務として提
供している決済業務についての汎用化）を検討する。 

要望に応える決済機能を構築することは困難で
利用が見込めないため、実施しないこととした。 第11回 

6 貨物 
共通 

貨物業務の重量桁数の拡大 
[Ⅲ-3-6] 

「貨物重量」項目について、10桁（整数部６桁、小数点１
桁、小数部３桁）から12桁（整数部８桁、小数点１桁、小
数部３桁）に桁数を変更する。 

費用対効果の観点、自社システムへの影響が過
大なこと等を考慮し、実施しないこととした。 第11回 

7 Sea 
入出港 

船舶コードの見直し 
[Ⅳ-6-11] 

①船舶を特定するコードについて、現状の信号符字等による
特定から、ＩＭＯ番号による特定を行うように見直しを行う。
②ＶＢＸ業務等において、ＩＭＯ番号欄の入力を必須とする。
③関係業務の主キーを変更する。 

ＩＭＯ番号が付与されていない船舶も存在する
等の理由により実施しないこととした。 第11回 

8 Sea 
貨物 

ＡＣＬ業務におけるアタッチシートの取
扱いの見直し  
[Ⅳ-6-6] 

「船積確認事項登録（ＡＣＬ）」業務において貨物の記号・
番号等のアタッチシートを電子ファイル化して当該業務の
添付ファイル化することについて検討する。 

自社システムでの対応が困難等により、現状の
運用が望ましいとの意見が多数を占めたことか
ら、特段の対応は実施しないこととした。 

第11回 
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Ⅵ 詳細仕様検討の結果実施しないこととした案件一覧（２） 

項番 区分 検討項目 検討概要 詳細仕様検討結果 ＷＧ 
提示 

9 Sea 
貨物 

汎用申請手続きの個別業務化 
[Ⅳ-5-2] 
 

汎用申請手続の個別業務化を行う。 
①内貨船機用品積込承認申告（汎用申請手続きK29） 
②内貨船機用品積込承認申告（包括）（汎用申請手続きK19） 
③外貨船機用品積込承認申告（汎用申請手続きK27） 
④外貨船機用品積込承認申告（包括）（汎用申請手続きK17） 
⑤船用品積込確認 
⑥仮陸揚届出（船用品等）（汎用申請手続きK14） 
⑦仮陸揚船用品等積込確認 
⑧不用・残存船（機）用品等輸入・取卸申告（汎用申請手続きK35） 

関係業界に対して個別業務化のニーズを再確認
した結果、自社システムでの対応等により汎用
申請による業務運用が確立している等、現行業
務の維持を希望する者が多数であったことから、
個別業務化は実施しないこととした。 

第11回 

10 Air 
貨物 クレームノーティスのシステム化 クレームノーティス（プリクレーム）について、システム化

を検討する。 
関係業界全体の合意が得られないことから、特
段の対応は実施しないこととした。 第12回 

11 Air 
貨物 

スプリット扱いとなる輸入混載貨物の 
搬入確認業務等の見直し 
[Ⅳ-6-4] 

航空輸入業務のスプリットＨＡＷＢ貨物において、先着便の
ＭＡＷＢ番号が異なる場合でも、「混載貨物確認情報登録
（ＨＰＫ）」業務、「混載貨物確認情報訂正（ＣＨＰ）」業
務による搬入確認を可能とする。 

仕様変更案を関係者に確認した結果、現状仕様
が適当となったことから、見直しは実施しない
こととした。  

第12回 

12 Air 
貨物 

個数違いによるDiscrepancy Noticeの出
力条件 

「貨物確認情報登録（ＰＫＧ）及び混載貨物確認情報登録
（ＨＰＫ）」業務において、個数違いによるDiscrepancy 
Noticeの出力条件について検討する。 

仕様変更案を関係者に確認した結果、現状仕様
が適当となったことから、見直しは実施しない
こととした。 

第12回 

13 Air 
貨物 ジョイント入力の廃止 

ＨＤＦ０１（混載仕立情報登録）業務､ＨＣＨ０１（ＨＡＷ
Ｂ情報登録）業務等におけるジョイント入力の廃止について
検討する。 

仕様変更案を関係者に確認した結果、現状仕様
が適当となったことから、見直しは実施しない
こととした。 

第12回 

14 共通 送信先の指定方法の簡易化 

オンライン業務において出力情報の出力先の指定は「利用者
コード」の入力等により実施可能としている。 
ＮＡＣＣＳ業務において利用者コードに代わる、送信先を容
易に特定可能なコードを設けて、利用者が送信先を簡易に指
定可能な仕組みを検討する。 

要望者との意見交換の結果、要望は取り下げ。 第13回 

15 通関 審査終了確認業務の見直し 搬入前申告で審査区分が区分2、3となった申告について審
査終了か否かを一括で確認できるような見直しを行う。 

要望者との意見交換の結果、要望は取り下げ。 
（他の照会業務で代替可能） 第13回 

16 通関 ＦＡＩＮＳ登録状況照会機能の追加 輸入者のＦＡＩＮＳ登録状況照会機能の追加についてセキュ
リティ面も含めて検討する。 

関係省庁における検討の結果、セキュリティの
観点から対応しないこととした。  第13回 

17 通関 仕向地の項目追加及び申告時間順の表示
変更 

「輸出申告等一覧照会（ＩＥＳ）」業務において、仕向地の
項目を追加及び申告時間順の表示に変更する。 

要望者との意見交換の結果、要望は取り下げ。 第13回 
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Ⅵ 詳細仕様検討の結果実施しないこととした案件一覧（３） 

項番 区分 検討項目 検討概要 詳細仕様検討結果 ＷＧ 
提示 

18 通関 輸出入許可書の項目追加 

輸出入許可情報について、以下の項目の追加を検討する。 
 
申告税関コード、担保登録番号１、担保登録番号２、包括審
査扱い受理番号、関税免税額合計、関税減税額合計、内国消
費税免税額合計１－６、Ｂ／Ｌ Ｎｏ.（輸出） 

新たな情報提供機能の検討において検討する。 第13回 

19 貨物 
共通 要目訂貨物の申請業務化 

輸入詳細不明貨物に関する要目訂申請の申請業務化について
システム化を検討する。現行は税関様式の帳票をマニュアル
作成し、都度税関に申請している。 

個別業務化ではなく、汎用申請業務として追加
する。 第13回 

20 Air 
貨物 

・搭載上屋へのＵＬＤ分割搬入時に 
 おけるＣＬＢ業務可否 
・ＭＡＷＢ単位での搭載可能化 

・搭載上屋へ一部ＵＬＤを搬入し、「積付結果取消呼出し
（ＵＬＣ）」業務で積付け解除した場合においても、「搭載
完了登録呼出し（ＡＷＢ単位）（ＣＬＢ）」業務を可能とす
る。 
・ＵＬＣ業務を実施せずとも、ＭＡＷＢ単位で搭載を可能と
する。 

要望者との意見交換の結果、運用による対応と
した。 第13回 

21 Air 
貨物 輸入混載貨物の搬入確認業務等の見直し 

輸入混載貨物の搬入確認業務等において、1便で到着したＨ
ＡＷＢに対して、複数回に分けての登録不可という業務実態
とシステム処理がかい離している部分について改善を図る。 
 

要望者との意見交換の結果、現状運用で対応可
能であることから見直しは実施しないこととし
た。 

第13回 

22 Air 
貨物 仕出地及び仕向地の入力コードの関係 

「ＡＷＢ情報登録（輸入）（ＡＣＨ）」業務における仕出地
及び仕向地の入力コードの関係について検討する。 
現状、入力コードによってＣＩＴＹコードと空港コードの両
方が登録されていると、どちらか一方でしか登録がされてい
ないものがあり、そのたびに入力し直さなければならない。 

要望者との意見交換の結果、運用による対応と
した。 第13回 

23 Air 
貨物 

イレギュラーケースにおけるＨＡＷＢ 
情報削除の可否 

ＭＡＷＢ情報が保存期間を超過し、削除された場合における
ＨＡＷＢ情報削除の可否につき検討する。 

要望者との意見交換の結果、運用による対応と
した。 第13回 

24 Sea 
貨物 海貨業利用者コードの新設 「港湾運送事業法」に基づいた営業免許海貨業者の「業務利

用者コード」の新規創設を検討する。 

関係団体との意見交換の結果、要望は取り下げ。
なお、ＮＡＣＣＳにおける「海貨業」の定義の
確認及び当該定義に基づく利用契約の在り方等
については、引き続き検討を実施する。（ＷＧ
報告対象外として整理。） 

第13回 

25 Sea 
貨物 

ＶＡＮ業務等におけるコンテナ番号の誤
登録に対応した訂正業務の追加 

バンニング情報登録関連業務（ＶＡＮ業務等）においてコン
テナ番号の誤登録に対応した訂正業務の追加を検討する。 

要望者との意見交換の結果、要望は取り下げ。 第13回 
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Ⅵ 詳細仕様検討の結果実施しないこととした案件一覧（４） 

項番 区分 検討項目 検討概要 詳細仕様検討結果 ＷＧ 
提示 

26 Sea 
貨物 ＣＹ搬出業務におけるＤ／Ｏレス対応等 ＮＶＯＣＣ／ＦＣＬ貨物取扱いでの運用（Ｄ／Ｏレス対応

等）について検討する。 
要望者との意見交換の結果、要望は取り下げ。 第13回 

27 Sea 
貨物 ＤＯＲ業務の2段階化 

船会社→ＮＶＯＣＣ向け及びＮＶＯＣＣ→海貨業向けのＤ
／ＯＩＤの通知という「輸入貨物荷渡し情報登録（ＤＯ
Ｒ）」業務の2段階化について検討する。 

要望者との意見交換の結果、要望は取り下げ。 
（システムによる判断は不可能である。）  第13回 
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Ⅶ 今後の検討案件一覧（１） 

項番 区分 検討項目 検討概要 備  考 ＷＧ 
提示 

1 共通 汎用的な添付業務の仕組みの提供 
 [Ⅲ-6] 

汎用的な添付ファイル登録業務機能により、全ての業務にファ
イルを添付することを可能とする。 

第16回 

2 通関 
ＩＳ・ＩＳＷ通関におけるＡＥＯ対応 
機能の新設 
 

ＩＳ（蔵入承認申請）・ＩＳＷ（蔵出輸入申告）においても 
特例輸入申告が可能となるようにする。また、制度面について
も関係行政機関に確認する。 

第14回 

3 通関 税関関係業務の見直し 
[Ⅳ-5-5（2）] 

減免税制度適用輸出入申告における残数量等管理業務等の追加
を検討する。 

第14回 

4 通関 
機用品蔵入承認申請（ＣＴＡ／ＣＴＣ）
業務の海上システムへの拡大 
[Ⅳ-6-13] 

船舶で輸入される機用品についても、システムで機用品蔵入承
認申請を可能とする。 

第14回 

5 通関 [Ⅳ-6-2]輸出入申告項目の見直し 輸出入申告における入出力項目等の見直しを行う。 
第11回ＷＧにおいて１回目の提案を実
施しており、今後、追加提案を予定 第15回 

6 Air 
貨物 

 
ＢＩＬＬ情報の配信機能の実装及び 
ＢＩＬＬ請求先欄の追加 

・ＮＡＣＣＳ利用者間であれば「搬出確認登録（一般）（ＯＵ
Ｔ）」業務の際､ＢＩＬＬ情報欄の追加を検討する。 
・輸入申告事項登録等に請求先利用者の入力欄の追加を検討す
る。 

第15回 

7 Air 
貨物 

ＵＬＤ単位での貨物管理 
[Ⅳ-5-1（5）] 

航空輸入貨物について、ＵＬＤ単位で貨物管理が行える仕組み
を検討する。 

  第14回 

8 Air 
貨物 

ＲＶＡ業務等の見直し 
[Ⅳ-6-12] 

現行システムでは、航空輸出業務において「航空会社向貨物引
渡し登録（航空会社単位）（ＲＶＡ／ＲＶＡ０１）」業務によ
る貨物の引き渡しが実施できるのは共同保税蔵置場である。 
次期システムでは、共同保税蔵置場以外においても、「航空会社
向貨物引渡し登録（航空会社単位）（ＲＶＡ／ＲＶＡ０１）」
業務による貨物の引き渡しの実施を可能とする。 

  第14回 

9 Air 
貨物 ＨＤＥ業務の複数件一括処理機能の追加 「混載仕立終了情報登録（ＨＤＥ）」業務の複数件一括処理機

能を追加する。 
  第14回 

10 Sea 
貨物 危険物明細書のシステム化 現在、紙により処理が行われている「危険物明細書」について、

システム化を検討する。 
  第15回 

【第３回更改専門部会で決定された詳細仕様検討項目のうち第14回ＷＧ以降で提案する案件】 
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Ⅶ 今後の検討案件一覧（2） 

項番 区分 検討項目 検討概要 備  考 ＷＧ 
提示 

11 Sea 
貨物 

ＲＳＳ０１業務におけるエラー通知または
訂正機能の追加 
 

・「輸入コンテナ引取予定情報通知業務（ＩＤ通知）（ＲＳＳ 
 ０１）」業務において、通知先間違いの場合、エラーの通知 
 または訂正機能を追加する。 
・間違ったＣＹコードを入力しても送信されてしまうため､Ｂ／ 
 Ｌ番号､コンテナｰ番号などからＣＹコードとの相違がある場 
 合は､メッセージ等でガードをかけてほしい｡ 

第14回 

12 Sea 
貨物 出港前報告制度関連 ・出港前報告制度に係る業務の見直しを検討する。 

・プログラム変更要望（15件）について対応を検討する。 
出港前サブワ－キングにおいて検討 第16回 

13 Sea 
貨物 

海上仮陸揚貨物に係る処理の見直し 
[Ⅳ-6-9] 

「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務
における次船卸港の追加について、登録可能なタイミングを見
直す。また、「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ
０３）」業務を廃止し、「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務
により次船卸港の追加の登録を可能とする。 

出港前サブワ－キングにおいて検討 
  第16回 

14 Sea 
貨物 

空コンテナの仮陸揚対応 
[Ⅳ-6-9] 

現状、空コンテナの仮陸揚届をシステムで提出することができ
ないため、次期システムで空コンテナの仮陸揚届をシステムで
提出できるように見直しを行う。 
また、併せて、仮陸揚げされた空コンテナの船積や他港への運
送も可能となるように見直しを行う。 
システムにより登録された仮陸揚空コンテナについて、既存の
管理資料に件数等が計上されるように、既存管理資料の見直し
を行う。 

出港前サブワ－キングにおいて検討 
  第16回 

15 Sea 
貨物 Ｃｏｌｉｎｓ機能の継承 コンテナ物流情報サービス（Ｃｏｌｉｎｓ）機能のＮＡＣＣＳ

への取り込みについて検討する。 
  未定 
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Ⅶ 今後の検討案件一覧（3） 

項番 区分 検討項目 検討概要 備  考 ＷＧ 
提示 

1 共通 更改時におけるデータ移行の検討 第６次ＮＡＣＣＳ稼働に必要となる現行ＮＡＣＣＳ保有するデー
タの移行について検討する。 

未定 

2 共通 バックアップセンター切替方法の詳細検討 ネットワークベンダー確定後、具体的な切替方法の検討を実施す
る。 

第１２回ＷＧにおいて概要は提案済み。
ネットワークベンダー確定を待って、
詳細を提案。 

未定 

3 共通 中年度更改について 平成33年10月に予定しているハードウェア更新（中年度更改）
時における留意事項等について検討する。 

未定 

4 共通 メンテナンスによるシステム停止 第６次ＮＡＣＣＳにおけるメンテナンス時のシステム停止につい
て検討する。 

未定 

５ 共通 ＥＤＩ仕様（案） 第６次ＮＡＣＣＳのＥＤＩ仕様（案）について検討する。 未定 

6 共通 デジタル証明書の運用の簡素化 デジタル証明書のインストール方法の簡素化、有効期間管理の見
直し等を検討する。 

未定 

7 共通 マイナンバー（法人番号）に係る対応 
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（番号法）」および関連法に基づく「マイナンバー
（法人番号）」のＮＡＣＣＳにおける対応を検討する。 

未定 

8 Sea 
共通 ＳＩＲ／ＩＶＡ等入力項目の見直し ＳＩＲ／ＩＶＡ業務との情報連携強化を目的として、入力項目の

精査を行い、必要な見直しを実施する。 
ＳＩＲ／ＩＶＡサブワーキングにおけ
る継続検討案件 第15回 

9 通関 申告官署の自由化対応 通関業者の営業区域の係る制限の見直し等への対応を検討する。 未定 

10 貨物 関連省庁の手続状況の照会 
貨物情報照会（ＩＣＧ）業務等において、動物検疫・植物防疫関
連業務及び食品検疫業務の業務履歴の参照を可能とする等の見直
しを実施する。 

第14回 

11 Sea 
貨物 船腹予約業務のシステム化 ブッキング情報登録の先行業務として、荷主等による船腹予約業

務のシステム化を検討する。 
ＣＹサブワーキング等における提案を
踏まえ検討 第16回 

【追加検討項目】 
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Ⅶ 今後の検討案件一覧（４） 

項番 区分 検討項目 検討概要 ＷＧ 
提示 

1 通関 輸出申告事項登録における大額､少
額種別の入力の簡素化 

輸出申告事項登録画面を展開する際､大額､少額種別を選択するにもかかわらず､展開画面上にも｢大額､少額識
別｣の入力するのは不要かと思われるので、当該欄の入力を省略できるようにしてほしい｡ 

第15回 

2 通関 輸入申告事項登録の改善 ・担保の適用日は､申告予定日としてほしい｡ 
・輸入申告事項登録（ＩＤＡ）業務の包括保険登録番号は適用日に関わらず、入力できるようにしてほしい。 

第14回 

3 通関 担保照会（ＩＡＳ）業務の改善 １回１回送信するのではなく､ＩＣＧ業務と同様に繰り返しによる照会ができるようにしてほしい｡ 第15回 

4 通関 為替レート照会（ＩＥＲ）業務の
改善 

・ＩＥＲ業務について、ＩＣＧやＩＩＤ業務のように繰り返し入力を可能にしてほしい｡ 
・一度に複数の通貨について照会できるようにしてほしい。または換算レート表示画面から別の通貨の照会を
可能にしてほしい｡ 

第15回 

5 通関 口座使用明細書の出力内容の見直
し 

・オンラインリアルタイム口座を使用した修正申告の場合にも､通常の輸入申告の場合と同様に、記事欄の内容
を管理資料情報（ＣＢＦ７６２０口座使用明細データ（営業所別実績））の｢ＡＷＢ番号／社内整理用番号｣欄
に出力してほしい｡ 
・海上システムの管理資料（口座使用明細データ）には、社内整理番号が出力されるが、航空システムにおい
ては「AWB番号」欄と「社内整理番号」欄が一緒の項目になっているため、AWB番号が出力されると、社内
整理番号が出力されない仕様のため、項目を分けて両方出力してほしい。 

第14回 

6 通関 リアルタイム口座振替完了通知書
の改善 

ＩＤＡ等で荷主の依頼により入力している記事（荷主）欄の内容をリアルタイム口座振替完了通知書に出力し
て欲しい。 
（理由）今後専用口座が廃止されれば銀行の領収証書が無くなるため荷主から記事欄の活用が求められる可能
性がある。実際に荷主から記事（荷主）欄をリアルタイム口座振替完了通知に反映させてほしいとの要望もあ
る。記事（荷主）欄に荷主指定の任意の番号等を入力することにより書類の整理、保管、通帳とのつき合わせ
に活用可能となる。 

第14回 

7 通関 別送品申告（ＵＥＣ）業務におけ
る２重出力情報コードの追加 

別送品申告（ＵＥＣ）業務の出力情報コード「ＡＡＥ２ＫＤ０」、「ＡＡＥ３ＫＤ０」、許可書「ＡＡＥ２Ｆ
Ｋ０」については、自社システム宛２重許可出力コードが設定されていないため、２重出力用出力情報コード
を追加してほしい。 

第15回 

8 通関 輸出申告（少額）におけるＨＳ品
目コードの入力 

少額の場合は品名が必須入力となっている。品名の入力方法として現行のインボイス品名の手入力の他ＨＳ
コード９桁を入力することでタリフの品名を自動払い出し（大額申告と同様）されるようにしていただきたい。 

第15回 

9 通関 輸入許可データ配信先の見直し 輸入申告事項登録（ＩＤＡ）にて項番13：輸入者コード、項番24：輸入取引者コードが両方入力されている場
合、輸入者、輸入取引者双方に許可データが流れるような仕様にしていただきたい。 

第15回 

【プログラム変更要望に基づく追加検討項目：航空／海上共通）】 
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Ⅶ 今後の検討案件一覧（５） 

項番 区分 検討項目 検討概要 ＷＧ 
提示 

10 通関 搬入時申告時におけるエラー通知の改
善（パッケージソフト） 

搬入時申告を行い搬入時にエラーとなった場合、エラーがあったことが一目で分かるようにしていただきたい
（パッケージソフトのポップアップ機能の追加）。 

第15回 

11 通関 輸出自動車情報登録（ＭＯＡ）業務の
改善 

・ＭＯＡ業務に抹消上の整理番号･車体番号を入力する際､以前のＮＡＣＣＳと同様に､入力した順番で登録で
きるようにしてほしい｡ 
・ＥＤＡ業務と同様、６日間保存できるようにしてほしい｡ 
・ＭＯＡ業務後の処理結果電文を印刷しても、輸出自動車情報登録番号は出力されない。また、現状ＭＯＴＡ
Ｓ番号が電文を印刷したペーパーに印字されないため、複数のＭＯＡ業務申請時にＭＯＴＡＳ番号を探すのに
手間が掛っており、業務に支障が生じている。探すのに手間が掛っているＭＯＴＡＳ番号を入力しなければで
きないＩＭＯ業務での照会では、そもそも解決できない。ＭＯＡ業務後の処理結果電文を印刷する際にＭＯＡ
番号を出力するようにするか、ＭＯＡ業務後に登録通知情報を出力するよう、要望する。 

第15回 

12 貨物 見本持出許可申請（ＭＭＡ／ＭＨＡ）
業務の改善 持出先欄を日本語表記可能としてほしい｡ 第14回 

【プログラム変更要望に基づく追加検討項目：航空】 

項番 区分 検討項目 検討概要 ＷＧ 
提示 

1 Air 
貨物 保留コードの統一化 

搬入保留を選択する場合｢Ｐ｣を入力するが､貨物が搬入キャンセルになった場合には､一括処理搬入対象外の
コードとして｢Ｘ」がある｡一方､ＥＸＭ搬出確認登録にてＬＤＲ発行の保留を行う場合はコード｢Ｐ｣ではなく
｢Ｘ｣を入力するために､ＢＩＬ業務においても間違えて｢Ｘ｣を入力する時があることから､搬入保留とＬＤＲの
発行保留のコードを合わせてほしい｡ 

第14回 

2 Air 
貨物 

ＨＡＷＢ情報登録（ＨＣＨ）業務の
入力件数の拡大 一度で入力できる件数を最低でも20件に増やしてほしい｡ 第14回 
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Ⅶ 今後の検討案件一覧（6） 

項番 区分 検討項目 検討概要 ＷＧ 
提示 

1 Sea 
共通 ＩＣＧ業務の改善 ＩＣＧ業務は、現行は概要情報（ＳＭＲ）がデフォルトになっているが、全体情報（ＴＴＬ）の利用が殆どで

あるため、全体情報（ＴＴＬ）をデフォルトになるよう変更してほしい。 
第14回 

2 Sea 
通関 

輸入申告事項登録における入港日のブ
ランク化 

入港日が必須項目となっているが､航空システムで可能となっているように､ブランクにて申告できるようにし
てほしい｡ 

第15回 

3 Sea 
貨物 

保税管理資料に影響ある業務の搬出入
日チェック 

「G01 輸入貨物搬出入データ」及び「G02 輸出貨物搬出入データ」の「搬入日」及び「搬出日」の入力業
務において、データ入力日以外の「過去日」又は「未来日」を入力した場合にワーニングを出力してほしい。 

第15回 

4 Sea 
貨物 保税台帳の収集条件の見直し コンテナ検査を行った場合､管理資料（保税台帳）に輸入許可日が反映していないことから当該事項も反映し

てほしい｡ 
第15回 

5 Sea 
貨物 搬出入日の未来日チェック ＢＯＣ業務の搬出入日について､未来日が入力された場合､ワーニングメッセージが表示されるようにしてほし

い｡ 
第15回 

6 Sea 
貨物 ＣＣＬ業務の入力可能者の見直し等 

「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務を実施する本船に係る輸出申告において、要船積確認の旨登録されている
データが存在する場合は、船会社又は船舶代理店以外がＣＣＬ業務を登録できないようにしてほしい。（他の
業種で行われると、多数の申告者に船積確認通知情報の出力不可の影響が生じる。） 

第15回 

7 Sea 
貨物 コンテナ番号のチェック機能の改善 ＶＡＮ・ＶＡＥ業務において誤って12桁を入力した場合、チェックがされない仕様のため、桁数誤りでも

チェックがされるようにしてほしい。また、ＶＡＨ業務でもコンテナ番号チェック機能を付けてほしい。 
第15回 

8 Sea 
貨物 

保税運送申告一覧データのＣＹへの配
信 

管理資料情報「G03」保税運送申告一覧データは出力先にＣＹが含まれていない。「G03」保税運送申告一覧
データをＣＹでも受信／使用できるようにしてほしい。 

第15回 

9 共通 帳票出力日時の出力について ＥＣＲ業務で取得した情報を何度か訂正する場合､プリントアウトに出力順を示す情報がないため､最新情報が
不明になることから､プリントアウトの際､出力日時を出力してほしい｡ 

第15回 

10 Sea 
貨物 

保税運送（市内運送）における価格入
力 

「仮陸揚貨物の保税運送（市内運送）の場合、価格の入力が必須項目になっているため、一般の保税運送（市
内運送）と同様に、価格の入力を任意項目にしてほしい。 

第14回 

11 Sea 
貨物 在来船におけるＢＩＡ業務の改善 

在来船のマニフェスト登録について、１Ｂ／Ｌの貨物を陸揚げ後、直接複数の保税倉庫に搬入する場合、マニ
フェストの分割が出来ない為、倉庫側でＢＩＡが出来ない。システム外搬入を行おうとしても上流にデータが
有り、エラーとなるため折角登録したマニフェストデータの削除を求められる。又、マニフェストデータが有
る状態で別の貨物番号でシステム外搬入を行った場合、登録したマニフェストデータが宙に浮いてしまうため、
結局削除を求められる。このようなケースであってもＢＩＡが行える仕組みを考えて頂きたい。 

第16回 

【プログラム変更要望に基づく追加検討項目：海上】 
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Ⅷ－１ 第６次ＮＡＣＣＳ更改に向けた全体スケジュール 
平成24年 25年 26年 27年 28年 29年 

【システム開発・調達】 

 基本仕様検討 

 詳細仕様検討 

 調 達 

 設計・製造・試験 

【更改専門部会・ＷＧ】  

 更改専門部会 

 ＷＧ（ワ－キンググループ） 

【主な説明会】   

 基本仕様説明会 

 詳細仕様／ＥＤＩ仕様説明会 

 利用申込等説明会 

 利用者研修・ＲＴ説明会 

 移行説明会 

25年12月12日 
入札公告 

   29年10月 
    稼働  

 29年7月～ 
 総合運転試験 

 27年4月～ 
プログラム製造等 

28年3月 詳細仕様凍結 27年3月 詳細仕様一部凍結 

第1回 
（24年5月） 

第2回 
（25年2月） 

第3回 
（26年8月） 

第6回 
（28年2月） 

基本仕様WG（1～6回） 
   24年6月～12月 

詳細仕様WG（7回） 
25年12月11日 

26年3月7日 
入札不調 

26年4月2日 
 入札公告 

第5回 
（27年6月） 

25年4月～6月 

27年6月～8月 28年4月～5月 

追加開催 

26年6月10日 
 ベンダー決定 

第4回 
（27年2月） 

詳細仕様WG※月1回の開催予定 

開催時期変更 
（第５回部会終了後） 

 26年7月～ 
基本設計・詳細設計 

 28年11月～ 
 接続試験 
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Ⅷ－２ 詳細仕様の確定プロセスについて 

H26.８～H28.１：輸出入通関／物流等ＷＧ 

H26.８.１：第３回更改専門部会（詳細仕様検討項目の確定 等） 

個別業務詳細仕様の検討 

個別検討グループ（サブワーキング）における検討 
１．ＳＩＲ／ＩＶＡ等荷主業務と後続業務の連携：航空・海上 
２．損害保険業務：航空・海上 
３．ＡＣＬ（ＳｅａＷａｙｂｉｌｌ、決済機能）：海上 
４．ＣＹ搬出入・危険物明細書：海上 
５．入出港業務：海上 
６．出港前報告業務：海上 
７．港湾統計：海上 

業務詳細フローの検討 

ＥＤＩ仕様の検討 

H27.２.３：第４回更改専門部会（中間報告書を作成） 

H27.３.６：第７回情報処理運営協議会（中間報告書の諮問） 

中間報告の対象外となった項目についてH27.５までに検討を実施 

H27.6.4（予定）：第５回更改専門部会（追加の詳細仕様の確認） 

H27.６～８：第５回更改専門部会までに取り纏めたＥＤＩ仕様／詳細仕様の全国説明会の開催 

制度改正関係等追加検討項目についてH28.１までに検討を実施 

H28.２予定：第６回更改専門部会（最終仕様書を作成） 

H28.３予定：第８回情報処理運営協議会（最終仕様書の諮問） 

H2８.４～５：最終確定版ＥＤＩ仕様／詳細仕様の全国説明会の開催 
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